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1. 事業計画の概要 

1.1 事業者の名称及び所在地 

名称：仙南地域広域行政事務組合 

所在地：宮城県柴田郡大河原町字新青川 1－1 

 

1.2 対象事業の名称及び種類 

名称：白石斎苑建替事業 

種類：火葬場施設の設置 

 

1.3 対象事業の施設整備基本方針 

現在の斎苑は、現状として施設が老朽化していること、火葬炉形態が古いことが挙げられ、課

題として地域の慣習及び住民のニーズへの対応が挙げられる。 

これらを踏まえ、新斎苑の基本方針を以下の通り定める。 

（１）地域の慣習や住民の多様なニーズに対応できる施設 

（２）人生の終焉の場にふさわしい施設 

（３）環境にやさしい施設 

（４）人にやさしい施設 

（５）災害に強い施設 

（６）効率的で管理運営しやすい施設 

 

1.4 対象事業の位置及び区域 

対象事業の計画地の位置は、図 1-1-1、図 1-1-2 に示すとおり、白石市西部にあり、鉄道駅で

はＪＲ白石駅、東北新幹線白石蔵王駅、高速道路では東北自動車道白石 IC、一般道路では国道

113 号が最寄りとなっている。敷地の区域は図 1- 1-3 に示すとおりであり、現状は山地である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-1-1 計画地の位置  

蔵王町 

役場 

白石市 

役所 
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図 1-1-2 計画地の位置  
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図 1- 1-3 対象事業の区域 
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1.5 計画内容の概略 

計画内容の概略は次に示すとおりである。 

 

計画地 宮城県白石市鷹巣字石倉 9-1 

敷地面積 約 8,760m2 

建設年度 平成 29 年度から平成 31 年度 

供用開始年度 平成 31 年度 

対象区域 白石市、蔵王町、七ヶ宿町 

将来死亡者数 760 人/年 

施設規模 火葬炉 3 基 

形式 再燃焼室付台車式 

通風方式 強制通風式 

設備内容 火葬部門（炉前ホール、廊下、炉室、残灰・飛灰処理室、燃料

室、休憩室、操作室、倉庫、炉機械室、発電機室、階段室） 

待合部門（風除室、エントランスホール、待合ロビー、待合室、

授乳室、トイレ、廊下） 

管理部門（事務室、倉庫、僧侶控室、湯沸室、更衣室、トイレ、

階段室、廊下） 

 

(1) 土地利用計画 

施設等の面積及び土地利用計画を表 1- 1-1 に示す。 

 

表 1- 1-1 土地利用計画 

区分 面積（m2） 

1 階床面積 1,282 

2 階床面積 375 

駐車場 3,112 

車寄せ、ロータリースペース 915 

メンテナンス通路 871 

緑化部、法面部、擁壁部 1,937 
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1.6 環境保全対策 

大気 

(1) 施工時 

工事関係車両が稼働し、自動車排ガスの発生が考えられるが、工事規模は小規模であるこ

とから、工事車両及び建設機械の稼働時間は短時間である。また、排出ガス対策型建設機械

を使用するため、環境への影響は少ない。 

(2) 供用時 

施設での火葬に伴い燃焼ガスが発生するが、不完全燃焼の排ガスは、再燃焼炉を設置し、

再燃焼炉の温度を常時850℃程度に維持し、平均残存酸素濃度を6％以上に制御することで、

完全燃焼することができる。また高効率な集じん設備であるバグフィルターを設置すること

で、排ガス中に残存するばいじんを除去する。 

(3) 交通量 

駐車場に限りがあること、また原則的に、現在の白石斎苑と同様に 30 分ごとに受付時間

をずらして運用する。 

 

水質 

(1) 施工時 

農業用水路に雨水等が流れ込まないように、水勾配を確保する。 

(2) 供用時 

施設内で使用した生活排水は、し尿等と合わせて合併浄化槽で処理する。 

(3) 雨水排水 

計画地は、現在の白石斎苑の敷地より低いレベルにあり、新斎苑は、谷状部分をふさぐ形

で配置されるため、雨水排水経路の迂回または管渠による地下化とし、国道側の側溝に接続

することを想定する。 

 

土壌汚染 

(1) 施工時 

切り盛りを調整して計画する。 

(2) 供用時 

集塵器により集められた飛灰は、その都度、保管室（残骨供養塔）に収め、一定量がたま

ったら適切な業者に依頼し処理する。 

 

騒音 

(1) 施工時 

建設機械による騒音の発生が予想されるが、低騒音型の建設機械を使用し、アイドリング

ストップを励行する。また工事の実施にあたっては、防音効果のある防音シートや仮囲いを

設置する。 
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(2) 供用時 

送風機による騒音の発生が予想されるが、低騒音型の機器を使用し、架台には防振装置を

設置する等を行う。また炉機械室と会葬者が入る各部屋とはコンクリートの壁や鉄製の扉等

により分離する。 

 

振動 

(1) 施工時 

建設機械による振動の発生が予想されるが、低騒音型の建設機械を使用し、アイドリング

ストップを励行する。 

(2) 供用時 

送風機による振動の発生が予想されるが、低騒音型の機器を使用し、架台には防振装置を

設置する等を行う。また送風機とダクトの接続はフレキシブルダクトを用いることにより、

共振の発生を防止する。 

 

悪臭 

(1) 施工時 

悪臭を発生させる活動はない。 

(2) 供用時 

施設での火葬に伴い燃焼臭が発生するが、再燃焼炉を設置し、再燃焼炉の温度を常時 850℃

程度に維持し、平均残存酸素濃度を 6％以上に制御することで、酸化分解することができる。 

 

温室効果ガス 

(1) 施工時 

工事規模は小規模であることから、工事車両及び建設機械の稼働時間は短時間であるため、

二酸化炭素の発生は少ない。 

(2) 供用時 

火葬は柩に入った遺体を燃焼させる行為であるため、二酸化炭素の発生を防止することは

不可能ではあるが、自動燃焼制御により燃料の使用量や空気量を調整し最適な火葬を実施す

ることにより、二酸化炭素の発生を最小にする。 

 

景観 

(1) 供用時 

計画地は、自然環境に恵まれた場所であることから、新斎苑によって周辺のイメージが壊

されないよう、施設の高さが一番高い炉機械室は、出来るだけ国道から離れた位置に設ける

計画とする。 

また、新斎苑による周辺への圧迫感を抑制するため、国道側に植栽を配置する等、配慮し

た計画とする。 
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1. 建設地域の位置 

1.1 行政区画 

白石市、角田市、蔵王町、七ヶ宿町、大河原町、村田町、柴田町、川崎町、丸森町の 2 市 7

町によって構成されている本組合は、宮城県の南部に位置し、南を福島県、西を山形県と接し

ている。各市町の面積を表 2- 1-1 に、位置を図 2- 1-1 に示す。 

本組合の面積は、1551.41km2 であり、宮城県の 21％を占めており、計画斎苑はこのうち白

石市の 286.47km2（組合域の 18％）を対象とする。なお、これ以降は、計画地のある白石市に

ついてのみ述べる。 

 

表 2- 1-1 組合構成市町の面積 

市 町 名 面 積(km2) 

白 石 市 286.47 

角 田 市 147.58 

蔵 王 町 152.83 

七 ヶ 宿 町 263.00 

大 河 原 町 24.99 

村 田 町 78.41 

柴 田 町 54.03 

川 崎 町 270.80 

丸 森 町 273.30 

合 計 1,551.41 

出典：各市町ホームページ 
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出典：宮城県ホームページ市町村境図より作成 

図 2- 1-1 組合構成市町の位置 
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1.2 計画地の位置 

計画地は、白石市の北東部、JR 東北本線白石駅の東約 2.4km に位置する。計画地の位置を図 

2- 1-2 に示す。 
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図 2- 1-2 計画地の位置
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2. 自然環境 

2.1 地象 

(1) 地形 

白石市は、宮城県の最南端に位置し、宮城県内の七ヶ宿町、蔵王町、大河原町、角田市、

丸森町、福島県国見町に隣接している。 

西には雄大な自然景観をもつ国定公園蔵王連峰と東には阿武隈山系が連なる、南北に長い

盆地のまちで、市街地の北側を白石川が西から東に流れ、町中の隅々にまで先人たちが築き

上げた掘割が巡り、水と豊かな町並みを作り上げている城下町である。 

 

出典：白石市のプロフィール（白石市ホームページ） 

 

 

(2) 地質 

計画地周辺の地質を図 2- 2-1 に示す。 

白石市の市街地部の地形は、扇状地性低地となっており、地質は未固結、東部は深成岩、

西部は概ね火山性となっている。 

土地分類基本調査（宮城県,1972）によると、計画地は凝灰岩質岩石となっている。 

 



2-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2-1 計画地周辺の地質
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2.2 気象 

宮城県の南部に位置する白石市は、仙南内陸地域に属し、比較的温暖であるが、冬期は蔵王お

ろしに象徴される西からの強風が吹く。 

ここでは、計画斎苑の最寄りの観測所である白石地域気象観測所（白石市福岡長袋字湯殿山、

以下白石局）の平成 18 年から平成 27 年までの気温、降水量、風向、風速、日照時間のデータ

をまとめ、以下概述する。 

白石地域気象観測所の位置を図 2- 2-2 に示す。 
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図 2- 2-2 白石地域気象観測所の位置
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(1) 気温 

白石局における平成 18 年から平成 27 年の 10 年間の気温の推移を表 2- 2-1 及び図 2- 2-3

に示す。 

最高気温の平均（最高の平均）は、10.6℃（1 月）～34.5℃（8 月）の範囲で変化し、平

均気温の平均（平均の平均）は、0.9℃（1 月）～24.1℃（8 月）の範囲で変化し、最低気温

の平均（最低の平均）は、-7.4℃（2 月）～16.3℃（8 月）の範囲で変化した。 

 

 

表 2- 2-1 白石局における気温の推移 

単位（℃） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

最高の平均 10.6 14.1 19.6 24.3 28.1 30.2 33.1 34.5 31.2 25.9 21.1 14.8 

平均の平均 0.9 1.3 4.5 9.6 15.6 19.2 22.6 24.1 20.2 14.6 8.6 3.5 

最低の平均 -7.1 -7.4 -4.6 -1.3 4.2 9.4 15.0 16.3 10.1 3.6 -1.8 -4.1 

出典：気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2-3 白石局における気温の推移 
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(2) 降水量 

白石局における平成 18 年から平成 27 年の 10 年間の降水量の推移を表 2- 2-2 及び図 2- 

2-4 に示す。 

10 年間の平均月降水量は、37.7mm（1 月）～218.7mm（9 月）の範囲で変化し、白石に

おいては、夏から秋にかけて降水量が多く、冬に降水量の少ない変化を示した。また、この

間、最も降水量の多かったのは、平成 27 年 9 月の 423.5mm であり、最も降水量の少なかっ

たのは、平成 25 年 3 月の 7mm あった。 

10 年間の年降水量は 1,139.5mm（平成 21 年）～1,687mm（平成 18 年）の範囲で変化し、

10 年間の平均は 1,340.7mm あった。 

 

 

表 2- 2-2 白石局における降水量の推移 

単位（mm） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年間 

平成 18 年 23 63 86 73 72 157 330 39 235 305 146 158 1,687.0 

平成 19 年 67 31 41 68 104 184 389 155 317 147 37 44 1,584.0 

平成 20 年 26 20 47.5 148 146.5 101 64.5 344 67 83 57 42.5 1,147.0 

平成 21 年 87.5 41 21.5 140.5 68.5 119.5 125.5 190 28 153.5 108 56 1,139.5 

平成 22 年 12 32 79.5 151 155.5 161 121.5 24 343 116 63.5 185 1,444.0 

平成 23 年 22.5 59.5 21.5 64.5 127 128.5 209.5 60.5 279.5 91.5 37.5 42 1,144.0 

平成 24 年 36 48.5 113 51.5 215.5 208.5 212.5 18.5 208.5 75 41 38.5 1,267.0 

平成 25 年 39.5 22.5 7 114.5 25.5 115.5 232.5 93.5 198 205 24.5 74.5 1,152.5 

平成 26 年 24 88.5 139.5 62 74 294.5 168 221.5 87.5 186.5 77 77.5 1,500.5 

平成 27 年 39.5 20 122 90.5 35.5 137.5 85.5 161.5 423.5 13 140 73 1,341.5 

平均 37.7 42.6 67.85 96.35 102.4 160.7 193.85 130.75 218.7 137.55 73.15 79.1 1,340.7 

出典：気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2-4 白石局における降水量の推移 
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(3) 風向 

白石局における平成 18 年から平成 27 年の 10 年間の風向の推移を表 2- 2-3 に示す。 

表 2- 2-3 より、年間を通じて白石において最も卓越しているのは、西、西南西など西方向

の風であり、秋から春にかけて顕著である。また、6 月から 8 月の夏季には、北東、東北東

など東方向の風が卓越した。1 年の風向の季節変化をみると、夏に東からの風、それ以外の

季節には西からの風が吹いていることがわかり、この傾向は 10 年間変化していない。 

なお、平成 26 年の白石局における風配図を図 2- 2-5 に示す。 

 

 

表 2- 2-3 白石局における月最多風向の推移 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平成 18 年 西 西 西 西 西南西 北東 北東 北東 北東 北北東 西 西 

平成 19 年 西南西 西南西 西 西 西南西 北東 北 西南西 北北東 西 西南西 西南西 

平成 20 年 西南西 西 西 西 北東 北東 北東 東北東 西 西 西 西 

平成 21 年 西 西 西 西 西 北東 北東 北東 西 西 北 西 

平成 22 年 西南西 西 西南西 西南西 西 北東 北東 西 北 西 西南西 西 

平成 23 年 西南西 西 西南西 西 西 西南西 東北東 東北東 西 西 西 西 

平成 24 年 西 西南西 西 西 西 東北東 北東 東北東 西 西 西 西南西 

平成 25 年 西南西 西 西 西 北東 北東 北東 西南西 西 西南西 西南西 西南西 

平成 26 年 西南西 西 西南西 西 西 北東 北東 北北東 西 西 西 西南西 

平成 27 年 西 西 西 西 西南西 東北東 北東 北東 北北東 西南西 北北東 西 

出典：気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2-5 白石局における風配図（平成 27 年） 
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(4) 風速 

白石局における平成 18 年から平成 27 年の 10 年間の月平均風速の推移を表 2- 2-4 及び図 

2- 2-6 に示す。 

10 年間の月平均風速は、1.5m/s（8 月）から 3.1m/s（1 月）の範囲で変化し、白石におい

ては、夏に風が弱く、冬に風が強いという変化を示した。また、この間、最も大きな風速を

示したのは、平成 25 年 3 月の 3.8m/s であり、最も小さな風速を示したのは平成 18 年 8 月

の 1.2m/s であった。 

 

 

表 2- 2-4 白石局における風速の推移 

単位（m/s） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 

平成 18 年 3.6 2.7 3.5 2.8 2.4 1.7 1.4 1.2 1.4 1.9 2.0 2.2 

平成 19 年 2.6 2.7 3.1 2.5 2.6 1.4 1.3 1.8 1.5 1.9 2.5 2.5 

平成 20 年 2.8 3.0 2.6 2.9 2.4 1.7 1.5 1.3 1.6 1.6 2.4 2.6 

平成 21 年 3.0 3.5 3.3 3.2 2.3 1.8 1.9 1.5 1.6 2.2 2.0 2.6 

平成 22 年 3.6 2.2 2.9 2.7 2.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.4 2.6 3.0 

平成 23 年 2.9 2.6 2.9 3.3 3.1 2.1 1.6 1.5 1.8 2.2 2.1 2.7 

平成 24 年 2.8 2.6 3.1 2.8 2.5 1.8 1.6 1.5 1.6 2.1 3 3.2 

平成 25 年 2.8 3.7 3.8 3.6 2.8 1.4 1.5 1.7 1.4 1.8 2.9 2.8 

平成 26 年 3.3 3.1 3.3 2.9 3.1 1.9 1.7 1.5 1.6 2 2.3 2.7 

平成 27 年 3.5 3.1 3.3 2.5 2.7 1.9 1.7 1.4 1.8 2.9 1.7 2.5 

平均 3.1 2.9 3.2 2.9 2.7 1.7 1.6 1.5 1.6 2.0 2.4 2.7 

出典：気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2-6 白石局における風速の推移 
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(5) 日照時間 

白石局における平成 18 年から平成 27 年までの 10 年間の日照時間の推移を表 2- 2-5 及び

図 2- 2-7 に示す。 

10 年間の平均月日照時間は、109.9 時間（7 月）～190.3 時間（5 月）の範囲で変化し、白

石においては、春に日照時間が多く、梅雨にあたる 6 月、7 月に日照時間の少ないという変

化を示した。また、この間、最も日照時間の多かったのは、平成 27 年 5 月の 260.5 時間で

あり、最も日照時間の少なかったのは、平成 18 年 7 月の 39.3 時間であった。 

10 年間の日照時間は、1,489.4 時間（平成 18 年）～1,951.5 時間（平成 27 年）の範囲で

変化し、10 年間の平均は 1,744.9 時間であった。 

 

 

表 2- 2-5 白石局における日照時間の推移 

単位（時間） 

月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 年間 

平成 18 年 144.6 130.8 190.0 149.1 121.4 79.2 39.3 131.1 112.5 141.6 146.2 103.6 1,489.4 

平成 19 年 151.4 167.3 175.6 147.5 186.9 120.7 77.6 191.0 120.1 147.6 146.4 100.6 1,732.7 

平成 20 年 100.2 146.0 196.4 164.3 157.0 156.1 104.3 82.3 93.7 133.1 131.4 149.7 1,614.5 

平成 21 年 157.5 171.7 180.3 207.6 169.5 105.5 90.1 79.8 131.1 160.0 125.9 118.4 1,697.4 

平成 22 年 156.5 106.5 130.7 130.6 194.1 172.3 163.3 183.5 107.1 107.2 150.3 133.3 1,735.4 

平成 23 年 138.9 168.2 160.3 213.8 180.6 166.1 136.2 122.7 144.8 154.7 133.5 129.6 1,849.4 

平成 24 年 123.5 135.9 163.1 147.9 173.4 130.0 120.7 186.2 138.9 144.4 120.0 125.9 1,709.9 

平成 25 年 153.2 153.5 182.8 186.5 231.9 131.2 42.8 177.9 131.3 100.9 158.3 114.5 1,764.8 

平成 26 年 178.4 130.9 139.9 255.1 227.8 132.8 152.4 124.3 161.1 162.0 130.2 109.4 1,904.3 

平成 27 年 139.0 127.0 194.8 193.8 260.5 141.5 172.6 114.6 125.2 219.0 110.8 152.7 1,951.5 

平均 144.3 143.8 171.4 179.6 190.3 133.5 109.9 139.3 126.6 147.1 135.3 123.8 1,744.9 

出典：気象庁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 2-7 白石局における日照時間の推移 
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2.3 水象 

白石市は、阿武隈川支川の白石川をはじめ、多くの河川がある。計画地周辺の河川を図 2- 

2-8 に示す。 
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図 2- 2-8 計画地周辺における河川図
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3. 社会環境 

3.1 人口 

(1) 白石市の人口 

計画地を含む白石市の平成 18年から平成 27年の 10年間における人口の推移を、表 2- 3-1

に示す。平成 18 年には 39,539 人であった人口が、平成 27 年には 35,701 人と、この 10 年

間に約－10％（3,838 人）と減少傾向を示した。この間、白石市の人口密度は、138.02 人/km2

から 124.62 人/km2となった。 

白石市の年齢別、男女別人口を表 2- 3-2 に示す。全体の男女比は 50：50 とほぼ同人数だ

が、各階級別にみると、0～69 歳までは男性の方が多く、70 歳以上になると女性の方が多く

なる分布を示した。 

 

表 2- 3-1 白石市の人口の推移 

年 人口（人） 動態 人口密度(人/km2) 

平成 18 年 39,539 100.0 138.02 

平成 19 年 39,093 98.9 136.46 

平成 20 年 38,712 97.9 135.13 

平成 21 年 38,302 96.9 133.70 

平成 22 年 37,872 95.8 132.20 

平成 23 年 37,416 94.6 130.61 

平成 24 年 37,128 93.9 129.60 

平成 25 年 36,708 92.8 128.13 

平成 26 年 36,199 91.6 126.36 

平成 27 年 35,701 90.3 124.62 

各年 9 月末日 

出典：人口と世帯数（白石市ホームページ） 

 

表 2- 3-2 白石市の年齢別、男女別人口 

単位（人） 

年齢 男 女 合計 

0-14 2,071 1,881 3,952 

15-59 9,022 8,446 17,468 

60-64 1,549 1,504 3,053 

65-69 1,499 1,451 2,950 

70-74 1,084 1,129 2,213 

75 以上 2,188 3,722 5,910 

合計 17,413 18,133 35,546 

出典：平成 27 年度人口と世帯数（白石市ホームページ） 
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3.2 産業 

(1) 産業別就業人口 

白石市における産業別事業所数・就業人口の推移を表 2- 3-3 及び 

図 2- 3-1 に示す。 

白石市の平成 21 年から平成 26 年の推移では、産業別にみると事業所数、従業者数ともに

減少、横ばいの傾向がみられるが、合計では事業所数が減少し、従業者数では増加している。

平成 26 年の事業所数では卸売・小売業が最も多く、従業者数では製造業が最も多くなって

いる。 

 

表 2- 3-3 産業（大分類）別事業所数、従業者数の推移 

単位（人） 

産業大分類 
事業所数 従業者数（人） 

平成21年 平成24年 平成26年 平成21年 平成24年 平成26年 

第 1次産業 20 18 22 187 154 207 

Ａ～Ｂ 農林漁業 20 18 22 187 154 207 

第 2 次産業 369 339 323 4,910 5,364 5,110 

Ｃ 鉱業 1 1 1 13 11 14 

Ｄ 建設業 234 214 207 1,222 1,231 1,274 

Ｅ 製造業 134 124 115 3,675 4,122 3,822 

第 3 次産業 1,482 1,211 1,239 9,533 7,381 9,452 

Ｆ 電気・ガス・熱供給・水道業 3 1 3 124 75 115 

Ｇ 情報通信業 6 5 6 22 21 45 

Ｈ 運輸業・郵便業 45 41 41 698 577 447 

Ｉ 卸売・小売業 476 416 400 2,794 2,457 2,729 

Ｊ 金融・保険業 32 28 23 279 261 225 

Ｋ 不動産業・物品賃貸業 75 79 67 192 204 193 

Ｌ 学術研究・専門・技術サービス業 44 38 36 180 174 165 

Ｍ 宿泊業・飲食サービス業 193 178 187 1,023 972 1,047 

Ｎ 生活関連サービス業・娯楽業 168 158 148 795 636 612 

Ｏ 教育、学習支援業 102 58 81 846 235 778 

Ｐ 医療、福祉 99 83 107 1,537 1,119 2,071 

Ｑ 複合サービス事業 16 19 18 93 113 208 

Ｒ サービス業（他に分類されないも

の） 
111 107 105 601 537 483 

Ｓ 公務（他に分類されないもの） 112 - 17 349 - 334 

合   計 1,871 1,568 1,584 14,630 12,899 14,769 

出典：平成 21 年～平成 26 年経済センサス（総務省統計局） 
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図 2- 3-1 白石市における産業別就業者割合の変化 
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(2) 産業構造 

白石市の産業構造としては、先に述べたように、事業所数の面からみると第 3 次産業（卸・

小売業）中心で、就業者数の面からみると第 2 次産業（製造業）となっていた。 

ここで、総生産の面からみると、白石市全体の総生産では平成 21 年度以降は継続的に減

少している（表 2- 3-4）。 

しかしながら、この間、第 1 次産業では林業が減少に対し、農業は増加し、第 2 次産業で

は鉱業・建設業が増加し、製造業は減少傾向で、第 3 次産業では電気・ガス水道業や金融・

保険業が減少し、不動産業やサービス業でやや増加傾向にある。 

また、この時の総生産の構成比では、第 2 次産業の製造業と第 3 次産業の不動産業・サー

ビス業が大きな割合を占めている（表 2- 3-5）。 

 

 

表 2- 3-4 産業別総生産 

単位（百万円） 

項目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

1.産業 79,467 96,161 82,346 80,288 75,662 

(1)農林水産業 2,568 2,354 2,330 2,660 2,875 

①農業 2,373 2,178 2,048 2,512 2,796 

②林業 187 171 277 144 75 

③水産業 8 5 5 4 4 

(2)鉱業 38 33 32 58 179 

(3)製造業 18,675 38,279 24,779 20,663 12,717 

(4)建設業 6,445 4,727 4,458 7,043 7,635 

(5)電気･ガス･水道業 1,840 2,259 2,300 1,976 1,994 

(6)卸売･小売業 8,081 7,821 7,855 7,278 7,830 

(7)金融･保険業 4,580 3,912 3,643 3,530 3,462 

(8)不動産業 12,986 13,217 13,411 13,648 13,764 

(9)運輸業(運輸･通信業) 5,755 5,230 5,138 3,721 4,887 

(10)情報通信業 2,489 2,540 2,455 2,609 2,548 

(11)サービス業 16,010 15,789 15,945 17,102 17,771 

2.政府サービス生産者 13,488 13,018 12,790 12,448 12,330 

(1)電気･ガス･水道業 1,054 1,004 973 1,039 929 

(2)サービス業 7,323 6,962 6,762 6,302 6,333 

(3)公務 5,111 5,052 5,055 5,107 5,068 

3.対家計民間非営利サービス生産者 1,501 1,449 1,574 1,590 1,755 

4.小計(1+2+3) 94,456 110,628 96,710 94,326 89,747 

5.輸入品に課せられる税･関税 208 252 134 24 269 

6.(控除)総資本形成に係る消費税 369 313 290 73 197 

市内総生産(4+5-6) 94,295 110,567 96,554 94,277 89,819 

出典：白石市統計書平成 27 年版（白石市ホームページ） 
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表 2- 3-5 白石市における産業別総生産の構成比 

単位（％） 

項目 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 

1.産業 84.3 87.0 85.3 85.2 84.2 

(1)農林水産業 2.7 2.1 2.4 2.8 3.2 

①農業 2.5 2.0 2.1 2.7 3.1 

②林業 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 

③水産業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(2)鉱業 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 

(3)製造業 19.8 34.6 25.7 21.9 14.2 

(4)建設業 6.8 4.3 4.6 7.5 8.5 

(5)電気･ガス･水道業 2.0 2.0 2.4 2.1 2.2 

(6)卸売･小売業 8.6 7.1 8.1 7.7 8.7 

(7)金融･保険業 4.9 3.5 3.8 3.7 3.9 

(8)不動産業 13.8 12.0 13.9 14.5 15.3 

(9)運輸業(運輸･通信業) 6.1 4.7 5.3 3.9 5.4 

(10)情報通信業 2.6 2.3 2.5 2.8 2.8 

(11)サービス業 17.0 14.3 16.5 18.1 19.8 

2.政府サービス生産者 14.3 11.8 13.2 13.2 13.7 

(1)電気･ガス･水道業 1.1 0.9 1.0 1.1 1.0 

(2)サービス業 7.8 6.3 7.0 6.7 7.1 

(3)公務 5.4 4.6 5.2 5.4 5.6 

3.対家計民間非営利サービス生産者 1.6 1.3 1.6 1.7 2.0 

4.小計(1+2+3) 100.2 100.1 100.2 100.1 99.9 

5.輸入品に課せられる税･関税 0.2 0.2 0.1 0.0 0.3 

6.(控除)総資本形成に係る消費税 0.4 0.3 0.3 0.1 0.2 

市内総生産(4+5-6) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

出典：白石市統計書平成 27 年版（白石市ホームページ） 
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1) 農業 

白石市における農家数は、平成 22 年 2 月 1 日現在 1,965 戸存在し、そのうち専業農家

が 230 戸、第 1 種兼業農家が 67 戸、第 2 種兼業農家が 852 戸、自給的農家が 593 戸とな

っており、第 2 種兼業農家が農家数全体の 48.9％を占めている。 

白石市の農業算出額の内訳は表 2- 3-6 に示すとおりである。白石市では畜産の農業算出

額が多く、平成 18 年で全体の 62.9％を占めている。 

各項目ごとにみると、耕種の中では米が多く、米のみで全体の 23.9％（平成 18 年）を

占めている。畜産では、肉用牛・乳用牛の農業算出額が 20%と多くを占めている。 

 

 

表 2- 3-6 白石市における農業算出額 

単位（千万円） 

項目 農業算出額※1 販売農家数※2 

耕種計 180  1,819 戸 

米 117  1,321 戸 

麦類 0  - 

雑穀 0  20 戸 

豆類 1  77 戸 

いも類 2  99 戸 

野菜 42  218 戸 

果実 11  57 戸 

花き 3  14 戸 

工芸農作物 3  13 戸 

種苗・苗木類・その他 1   

畜産計 308  146 戸 

肉用牛 99  94 戸 

乳用牛 98  47 戸 

うち生乳 89   

豚 85  - 

鶏 25   

うち鶏卵 X 3 戸 

うちブロイラー X 2 戸 

その他畜産物 X  

加工農産物 3   

合計 490  1,965 戸 

｢X｣は秘密保護上統計数値を公表しないもの 

四捨五入により、合計値が合わない場合がある 

出典：※1平成 18 年生産農業所得統計、※22010 年世界農林業センサ

ス（農林水産省） 
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2) 製造業 

白石市における製造業事業所数は平成 21 年以降、横ばい傾向にある。従業者数及び製

造品出荷額等については、東日本大震災の平成 23 年には減少したものの、平成 24 年には

増加している。 

 

表 2- 3-7 白石市における製造品出荷額 

単位（人・万円） 

年 事業所数 従業者数 製造品出荷額等 

平成 21 年 66 4,477 10,270,586 

平成 22 年 67 4,373 10,697,873 

平成 23 年 67 3,875 8,071,576 

平成 24 年 63 4,082 10,324,849 

平成 25 年 63 4,023 9,849,707 

出典：白石市統計書平成 27 年版（白石市ホームページ） 

 

 

3) 商業 

白石市における事業所数については減少の傾向がみられる。しかし、従業者数について

は、平成 24 年以降は増加傾向にある。 

業種別にみると、卸売業における事業所数は減少しているが、従業者数は平成 24 年か

ら倍増している。 

年間商品販売額は小売業で減少傾向にあるが、卸売業では増加している。 

 

表 2- 3-8 産業別年間商品販売額 

単位（人・万円） 

年 

総数 卸売業 小売業 

事業 

所数 

従業 

者数 

年間商品 

販売額 

事業 

所数 

従業 

者数 

年間商品 

販売額 

事業 

所数 

従業 

者数 

年間商品 

販売額 

平成 3年 722 2,739 53,303 92 512 18,089 630 2,227 35,214 

平成 6年 666 3,267 65,390 71 390 23,112 595 2,877 42,278 

平成 9年 628 3,206 56,444 60 300 13,104 568 2,906 43,340 

平成 11年 624 3,195 54,035 74 423 16,441 550 2,772 37,594 

平成 14年 546 3,007 47,643 56 382 11,843 490 2,625 35,800 

平成 16年 552 2,954 50,855 62 427 16,048 490 2,527 34,807 

平成 19年 475 2,477 49,516 52 330 13,538 423 2,147 35,978 

平成 24年 351 1,880 37,539 50 273 12,151 301 1,607 25,388 

平成 26年 335 2,173 78,236 47 564 51,020 288 1,609 27,217 

出典：白石市統計書平成 27 年版（白石市ホームページ） 
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3.3 土地利用 

(1) 土地利用 

白石市における土地利用の推移としては、平成 24 年と平成 27 年とを比較した場合、畑、

鉱泉地、池沼、山林、牧場は減っており、田、宅地、原野、雑種地で面積が増加している（表 

2- 3-9）。 

平成 27 年 1 月 1 日現在の地目別土地面積についてみると、山林が 39.98％で最も多く、次

いでその他が 37.95％となっている。図 2- 3-2 に地目別土地面積割合を示す。 

また、計画地周辺の土地利用現況図を図 2- 3-3 に示す。計画地周辺は、主に森林で田やそ

の他の農用地などがある。 

 

 

表 2- 3-9 地目別土地面積の推移 

単位（㎡） 

年 田 畑 宅地 鉱泉地 池沼 山林 牧場 原野 雑種地 その他 合計 

平成 24 年 20,471,340 18,757,367 9,415,712 320 111,507 114,673,201 1,890,317 4,388,877 7,765,835 108,995,524 286,470,000 

平成 25 年 20,498,305 18,921,693 9,521,658 320 109,405 114,446,937 1,853,039 4,462,105 7,702,256 108,945,451 286,461,169 

平成 26 年 20,515,860 18,845,502 9,568,126 320 109,444 114,309,739 1,845,419 4,559,042 7,692,332 109,024,216 286,470,000 

平成 27 年 20,511,962 18,630,050 9,616,640 289 103,469 114,544,285 1,845,419 4,716,894 7,778,169 108,722,823 286,470,000 

出典：白石市統計書平成 27 年版（白石市ホームページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2- 3-2 地目別土地面積割合（平成 27 年） 
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図 2- 3-3 計画地周辺の土地利用現況図
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(2) 土地利用基本計画 

白石市における都市計画区域は、町の中心部、白石市役所を含む市街地に設定されている。 

自然公園地域としては、蔵王連峰は蔵王国定公園、丘陵地帯は蔵王高原県立自然公園に指

定されている。また、白石市における自然環境保全地域は、指定されていない。 

 

(3) 都市計画図 

白石市の都市計画区域における都市計画図を図 2- 3-4 に示す。 

 

(4) 土地利用法的規制 

計画地は、急傾斜地崩壊危険区域、砂防指定地、地すべり防止区域、河川区域のいずれの

区域にも指定されていないが、西側にはため池があり、兵陵部から西の住宅街に向かって土

砂災害警戒区域に指定されている。 

計画地周辺の土砂災害防災マップを図 2- 3-5 に示す 

なお、土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体

に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、計画避難体制の整備が行

われる。 
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図 2- 3-4 白石市都市計画図
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図 2- 3-5 白石市土砂災害防災マップ
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3.4 文化財 

白石市における指定文化財を表 2- 3-10 に示す。国指定のものとして球状閃緑岩、県指定のも

のとして鷹巣古墳群があり、市指定のものとして郡山横穴古墳群など、多くの埋蔵文化財がある。 

計画地に最も近い指定文化財としては、県指定の史跡鷹巣古墳群が計画地の南西約 1km に存

在する。また、計画地の周辺にある埋蔵文化財を図 2- 3-6 に示す。最も近いものとして計画地

の南約 200m に釜前遺跡が存在する。 

なお、計画地は、法令等により指定を受けた史跡、文化財、周知の埋蔵文化財埋蔵地及びその

他の文化財は存在しない。 

 

表 2- 3-10 白石市における文化財 

指定 種別 名称 所在地所有者等 

国指定 天然記念物 

球状閃緑岩 大鷹沢大町白川犬卒都婆 

小原の材木岩 小原清水・上台 

小原のヒダリマキガヤ 小原湯沢神前 

ヨコグラノキ北限地帯 小原上台 

小原のコツブガヤ 小原御仮屋 

県指定 

史跡 鷹巣古墳群 鷹巣 

建造物 
片倉家中武家屋敷旧小関家 西益岡町 

旧上戸沢検断屋敷木村家住宅 小原上台 

工芸技術 日本刀鍛錬技術 宮城昭守 

天然記念物 嘉右衛門山の逆さケヤキ 大平中目字梨ノ木平山 

市指定 

史跡 

堂田遺跡 福岡八宮 

郡山横穴古墳群 郡山穴ノ前 

世良修蔵の墓 福岡蔵本 

片倉家御廟所 福岡蔵本 

白石城跡 益岡町 

建造物  
旧刈田病院本館 白石市 

白石城（三階櫓､大手一ノ門､大手二ノ門､石垣､土塀） 益岡町 

美術工芸品  

白石焼壺 片倉重信 

白石焼 山神講徳利一対 白石市教育委員会 

遠藤家・中島家資料 個人蔵  

彫刻 阿弥陀如来像 本町 当信寺 

民俗文化財 
小原の百矢納め 小原 

榊流大町神楽 大鷹沢大町 

天然記念物 

栃原の一本杉 福岡深谷字栃原山 

傑山寺の一本杉 南町 

湯口寺のイチョウ 福岡深谷高野原 

堂形のケヤキ 福岡蔵本字堂形 

鎌先のトチノキ 福岡蔵本字鎌先 

常林寺のエドヒガン 南町 

出典：白石市内の指定文化財（白石市ホームページ） 
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図 2- 3-6 計画地周辺の埋蔵文化財
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3.5 公害規制 

環境基本法を基に、公害の防止及び環境保全のための諸法令が体系化されているが、計画地

周辺に適用される地域指定及び環境基準等について述べる。 

(1) 大気汚染 

1) 大気の汚染に係る環境基準 

環境基本法に基づく大気の汚染に係る環境基準を表 2- 3-11 に示す。また、大気汚染の

状況を環境基準に照らして評価する方法を表 2- 3-12 に示す。 

 

表 2- 3-11 大気の汚染に係る環境基準 

物質 
二酸化硫黄 

（SO2） 

二酸化窒素 

（NO2） 

浮遊粒子状物質 

（SPM）注 2) 

光化学オキシダント 

（OX）注 3) 

環境上
の条件 

１時間値の１日平均
値が 0.04ppm 以下で
あり、かつ、１時間値
が 0.1ppm 以下であ
ること。 

［原則として 5 年以
内に達成すること］ 

１時間値の１日平均
値が 0.04ppm から
0.06ppm までのゾー
ン内又はそれ以下で
あること。 

［1時間値の 1日平均
値が 0.04ppm から
0.06ppm までのゾー
ン内にある地域にあ
っては、原則としてこ
のゾーン内において
現状程度の水準を維
持し、又はこれを大き
く上回ることとなら
ないよう努めるもの］ 

１時間値の１日平均
値が 0.10mg/m3 以下
であり、かつ、１ 

時間値が 0.20mg/m3

以下であること。 

［できる限り速やか
に達成維持すること］ 

１時間値が 0.06ppm

以下であること。 

［同左］ 

測定 

方法 

溶液導電率法又は紫
外線蛍光法 

ザルツマン試薬を用
いる吸光光度法又は
オゾンを用いる化学
発光法 

濾過捕集による重量
濃度測定方法又はこ
の方法によって測定
された重量濃度と直
線的な関係を有する
量が得られる光散乱
法、圧電天びん法若し
くはベータ線吸収法 

中性ヨウ化カリウム
溶液を用いる吸光光
度法若しくは電量法、
紫外線吸収法又はエ
チレンを用いる化学
発光法 

注 1）環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用

しない。 

注 2）浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm 以下のものをいう。 

注 3）光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成され

る酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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表 2- 3-12 大気汚染の評価方法 

評価項目 評価方法 

二酸化硫黄 

長期的評価 1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち，高い

方から数えて 2%の範囲を除外した後の最高値（1 日平均

値の年間 2%除外値）を環境基準と比較して 評価を行

う。ただし，上記の評価方法にかわらず 1 日平均値につ

き環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合には非達

成と評価する。 

短期的評価 測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値若しく

は 8 時間平均値又は 1 時間値を環境基準と比較して評価

を行う。 

二酸化窒素 
1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち、低い方から数えて 98%

に当たる値（1 日平均値の年間 98%値）を環境基準と比較して評価を行う。 

浮遊粒子状物質 

長期的評価 1 年間の測定を通じて得られた 1 日平均値のうち，高い

方から数えて 2%の範囲を除外した後の最高値（1 日平均

値の年間 2%除外値）を環境基準と比較して 評価を行

う。ただし，上記の評価方法にかわらず 1 日平均値につ

き環境基準を超える日が 2 日以上連続した場合には非達

成と評価する。 

短期的評価 測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値若しく

は 8 時間平均値又は 1 時間値を環境基準と比較して評価

を行う。 

光化学オキシダント 
測定を行った日についての 1 時間値の 1 日平均値若しくは 8 時間平均値又

は 1 時間値を環境基準と比較して評価を行う。 

出典：大気汚染に係る環境基準及び評価方法（宮城県ホームページ） 

 

 



2-32 
 

 

2) 大気汚染に係る排出基準 

大気汚染防止法に基づき設定された硫黄酸化物の排出基準を表 2- 3-13 に示す。計画地

はその他の地域にあたる。 

 

硫黄酸化物許容排出量算定式 

q＝K×10-3×He2 

q ：硫黄酸化物の許容量（Nm3／h） 

He ：補正された排出口の高さ（m） 

K ：県内は地域ごとに 3 段階で設定 

 

表 2- 3-13 宮城県における硫黄酸化物の排出規制に係る K 値の設定状況 

K=7.0 仙台市、塩竃市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町 

K=11.5 石巻市、矢本町、名取市、岩沼市、柴田町 

K=17.5 その他の地域 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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(2) 水質汚濁 

1) 水質汚濁に係る環境基準 

環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護をする上で維持さ

れることが望ましい環境基準（健康項目）を表 2- 3-14 に示す。また、人の健康に係る要

監視項目及び指針値を表 2- 3-15 に、生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）

を表 2- 3-16 に示す。 

また、農業（水稲）用水基準を表 2- 3-17 に示す。 

 

表 2- 3-14 人の健康の保護に係る環境基準 

項目 基準値 項目 基準値 

カドミウム 0.003 mg/L 以下 トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 

鉛 0.01 mg/L 以下 1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 

六価クロム 0.05 mg/L 以下 チウラム 0.006 mg/L 以下 

砒素 0.01 mg/L 以下 シマジン 0.003 mg/L 以下 

総水銀 0.0005 mg/L 以下 チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと ベンゼン 0.01 mg/L 以下 

PCB 検出されないこと セレン 0.01 mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10 mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 ふっ素 0.8 mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 ほう素 1 mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L 以下 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L 以下  

1,1,1-トリクロロエタン 1 mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L 以下 

備考 

1）基準値は年間平均値とする。ただし，全シアンに係る基準値については，最高値とする。 

2）「検出されないこと」とは，測定方法の定量限界を下回ることをいう。 

3）硝酸性・亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素は、「要監視項目」より、平成 11 年 2 月移行された。 

4）1,4-ジオキサンは、「要監視項目」より、平成 21 年 11 月移行された。 

5）カドミウムは平成 23 年 10 月から 0.01 から 0.003 に基準値が変更された。 

6）トリクロロエチレンは平成２６年１１月から 0.03 から 0.01 に基準値が変更された。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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表 2- 3-15 要監視項目及び指針値 

項目 基準値 項目 基準値 

クロロホルム 0.06 mg/L 以下 フェノブカルブ（BPMC）注 2) 0.03 mg/L 以下 

トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L 以下 イプロベンホス（IBP） 0.008 mg/L 以下 

1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/L 以下 クロルニトロフェン（CNP）注 1) － 

p-ジクロロベンゼン 注 4） 0.2 mg/L 以下 トルエン 0.6 mg/L 以下 

イソキサチオン 0.008 mg/L 以下 キシレン 0.4 mg/L 以下 

ダイアジノン 0.005 mg/L 以下 フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/L 以下 

フェニトロチオン（MEP） 0.003 mg/L 以下 ニッケル 注 3) － 

イソプロチオラン 0.04 mg/L 以下 塩化ビニルモノマー 0.002 mg/L 以下 

オキシン銅（有機銅） 0.04 mg/L 以下 ウラン 0.002 mg/L 以下 

クロロタロニル（TPN）注 2） 0.05 mg/L 以下 モリブデン 0.07 mg/L 以下 

プロピザミド 0.008 mg/L 以下 アンチモン 注 4) 0.02 mg/L 以下 

EPN 0.006 mg/L 以下 エピクロロヒドリン 0.0004 mg/L 以下 

ジクロルボス（DDVP）注 2) 0.008 mg/L 以下 全マンガン 0.2 mg/L 以下 

注 1）クロルニトロフェン(CPN)については、一日許容摂取量に基づいて 0.005mg/L 以下と設定されていたが、

その後、胆のうがん発生との因果関係の有無が明らかとなるまでの間は、一日許容摂取量を設定しないこ

とされたので、同期間中は指針値は設定しないこととされた。 

注 2）クロロタロニル、ジクロルボス、フェノブカルブについては、平成 5 年の指針値策定以降の知見を踏まえ

指針値が変更された。（平成 11 年 2 月） 

注 3）ニッケルについては、毒性評価が不確定であることから指針値が削除された。（平成 11 年 2 月） 

注 4）p-ジクロロベンゼン及びアンチモンについては、新たな知見を踏まえ指針値が変更された。（平成 16 年 3 月） 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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表 2- 3-16 生活環境の保全に関する環境基準 

項目 

 

 

類型 

利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン 

濃度 

（pH） 

生物化学的

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量 

（DO） 
大腸菌群数 

AA 

水道 1 級 

自然環境保全及び A 以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

1mg／L 

以下 

25mg／L 

以下 

7.5mg／L 

以下 

50MPN／ 

100mL 以下 

A 

水道 2 級 

水産 1 級、水浴及び B 以

下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

2mg／L 

以下 

25mg／L 

以下 

7.5mg／L 

以下 

1,000MPN／ 

100mL 以下 

B 

水道 3 級 

水産 2 級及び C 以下の欄

に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

3mg／L 

以下 

25mg／L 

以下 

5mg／L 

以下 

5,000MPN／ 

100mL 以下 

C 

水産 3 級 

工業用水 1 級及び D 以下

の欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 

5mg／L 

以下 

50mg／L 

以下 

5mg／L 

以下 
－ 

D 
工業用水 2 級、農業用水

及び E の欄に掲げるもの 

6.0 以上 

8.5 以下 

8mg／L 

以下 

100mg／L 

以下 

2mg／L 

以下 
－ 

E 工業用水 3 級、環境保全 
6.0 以上 

8.5 以下 

10mg／L 

以下 

ごみ等の浮遊

が認められな

いこと。 

2mg／L 

以下 
－ 

備考 

1）基準値は日間平均値とする（湖沼、海域もこれに準ずる。）。 

2）農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする（湖沼もこれに準

ずる。）。 

注 1）自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

注 2）水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

注 3）水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

注 4）工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 

工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

注 5）環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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農業（水稲）用水基準は、農林水産省が昭和 44 年春から約 1 ヶ月間、汚濁物質別につ

いて水稲に被害を与えない限度濃度を検討し、学識経験者の意見も取り入れて、昭和 45

年 3 月に定めた基準で、法的効力はないが、水稲の正常な生育のために望ましい灌漑用水

の指標として利用されている。 

 

表 2- 3-17 農業（水稲）用水基準 

項目 基準値 項目 基準値 

(1) pH（水素イオン濃度） 6.0～7.5 (5) T-N（全窒素濃度） 1 mg/L 以下 

(2) COD（化学的酸素要求量） 6 mg/L 以下 (6) 電気伝導度（塩類濃度） 0.3 mS/cm 以下 

(3) SS（浮遊物質） 100 mg/L 以下 (7) 重金属 As（ヒ素） 

Zn（亜鉛） 

Cu（銅） 

0.05 mg/L 以下 

0.5 mg/L 以下 

0.02 mg/L 以下 
(4) DO（溶存酸素） 5 mg/L 以下 

 

<参考> 

窒素については、東京都農業試験場が窒素濃度と水稲生育収量との関係を、また COD

については、愛知県農業試験場が COD と水稲被害率の関係について、それぞれ以下に示

すものを報告している。 

 

■用水の窒素濃度と水稲生育収量の関係  ■COD と水稲被害率との関係 

T-N 生育収量への影響  COD 被害率（％） 

1 mg/L 以下 まったくなし 5.6 mg/L 以下 0 

1～3 mg/L やや過繁茂 5.6～8.2 mg/L 0～5 

3～5 mg/L 過繁茂、ときに収量減 8.2～15.0 mg/L 5～10 

5～10 mg/L 収量減 15.0～20.0mg/L 10～12 

10 mg/L 以上 収量激減  （愛知県農業試験場 1964 年） 

（東京都農業試験場 1967 年） 

 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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(3) 土壌汚染 

1) 土壌汚染に係る環境基準 

土壌の汚染につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望

ましい基準として、土壌の環境基準が告示されている。土壌汚染に係る環境基準を表 2- 

3-18 に示す。 

 

表 2- 3-18 土壌汚染に係る環境基準 

項目 環境上の条件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地においては、米１
kg につき 0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ、農用地（田に限る）にお
いては、土壌１kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る)において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

シス-1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき１mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

注 1）環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては告示（平成 3 年 8 月 23 日環告 46（最近改正平成

22 年 6 月 16 日））に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。 

注 2）カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件の

うち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地

下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１Lにつき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、

0.01mg、0.8mg 及び 1mg を超えていない場合には、それぞれ検液 1L につき 0.03mg、0.03mg、0.15mg、

0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

注 3）「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

注 4）有機燐（りん）とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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(4) 騒音 

1) 騒音に係る環境基準 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準は、一般地域と道路に面する地域とに分かれて

いる。一般地域における環境基準を表 2- 3-19 に、道路に面する地域を表 2- 3-20 に示す。 

なお、計画地は用途地域の指定のない区域であり、いずれの環境基準の指定地域にも該

当していない。 

 

表 2- 3-19 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の 

類型 

基準値 

該当地域 昼間 

（6 時~22 時） 

夜間 

（22 時~6 時） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

仙台市青葉区荒巻字青葉の第 2 種中高層住居

専用地域の内文教地区 

（公園区域を除く） 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

仙台市他 25 市町村（※）の区域で第 1 種低層

住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第

1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居

専用地域、仙台市の第 1 種住居地域、第 2 種

住居地域、準住居地域、近隣商業地域（一部

地域に限る）、他 25 市町村の第 1 種住居地域、

第 2 種住居地域、準住居地域 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 
仙台市他 25 市町村の近隣商業地域（一部の地

域を除く）、商業地域、準工業地域、工業地域 

※仙台市他 25 市町村：仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米

市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、村田町、柴田町、亘理町、松島町、七ヶ浜町、

利府町、大和町、富谷町、大衡村、美里町、女川町、南三陸町 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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表 2- 3-20 道路に面する地域の環境基準 

地域の区分 

基準値 

昼間 

（6 時~22 時） 

夜間 

（22 時~6 時） 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道

路に面する地域 
60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道

路に面する地域及び C 地域のうち車線を有

する道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

この場合において、幹線道路を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例と

して次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基準値 

昼間 

（6 時~22 時） 

夜間 

（22 時~6 時） 

70 デシベル以下 65 デシベル以下 

備考 

個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められると

きは、屋内へ透過する騒音に係る基準（昼間にあっては 45 デシベル以下、夜間にあっては 40 デシベル以下）

によることができる。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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2) 規制基準 

騒音規制法及び宮城県公害防止条例に基づく特定施設を設置している工場及び事業場

（以下、「特定工場等」という。）に係る騒音の規制基準を表 2- 3-21 に示す。 

なお、騒音規制法及び宮城県公害防止条例に基づく特定工場等は、表 2- 3-22 に示す 18

施設である。また、特定工場等に係る規制基準の指定地域は、騒音規制法及び宮城県公害

防止条例により、県内全域に及ぶ。計画地における規制基準は、用途地域として指定され

ていないため、第 2 種区域のものに該当する。 

 

表 2- 3-21 特定工場等に係る騒音の規制基準 

時間区分 

区域区分 

昼間 

（8 時～19 時） 

朝（6 時～8 時） 

夕（19 時～22 時） 

夜間 

（22 時～6 時） 

第 1 種 

区域 

文教地区、第 1 種低層住居

専用地域、第 2 種低層住居

専用地域 

50 デシベル 45 デシベル 40 デシベル 

第 2 種 

区域 

第 1 種中高層住居専用地

域、第 2 種中高層住居専用

地域、第 1 種住居地域、第

2 種住居地域、準住居地域 

55 デシベル 50 デシベル 45 デシベル 

第 3 種 

区域 

近隣商業地域、商業地域、

準工業地域 
60 デシベル 55 デシベル 50 デシベル 

第 4 種 

区域 
工業地域 65 デシベル 60 デシベル 55 デシベル 

備考 

1）上表に掲げる第二種区域、第三種区域、第四種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入

院させるための施設を有する診療所、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地及びその周囲おおむね 50

ｍの区域内における当該基準は、上表に定める値からそれぞれ 5 デシベルを減じた値とする。 

2）都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域及び仙台市の一部の近隣商業地域については、公害防止条

例施行規則に基づき「第 2 種区域」の規制基準を適用する。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

表 2- 3-22 騒音規制法及び宮城県公害防止条例に基づく特定工場等 

特定施設名 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

金属加工機 

空気圧縮機及び送風機 

土石用又は鉱物用破砕機 

織機 

建設用資材製造機 

穀物用製粉機 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

木材加工機械 

抄紙機 

印刷機械 

合成樹脂用射出成形機 

鋳型造型機 

ディーゼルエンジン及び

ガソリンエンジン 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

クーリングタワー 

バーナー 

繊維工業用機械 

コンクリート管等製造機 

金属製品製造機械 

土石等加工機械 

注）網掛けは県公害防止条例のみに基づくものである。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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また、騒音規制法に基づく自動車騒音の要請限度を表 2- 3-23 に示す。自動車騒音の要

請限度に係る指定地域は、仙台市他 25 市町村の都市計画法で定める用途地域である。な

お、計画地は用途地域の指定のない区域であり、自動車騒音の要請限度の指定地域に該当

しない。 

 

表 2- 3-23 自動車騒音の要請限度 

区域の区分 
昼間 

（6 時~22 時） 

夜間 

（22 時~6 時） 

a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する

道路に面する区域 
65 デシベル以下 55 デシベル以下 

a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する区域 
70 デシベル以下 65 デシベル以下 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する

道路に面する区域及び c 区域のうち車線

を有する道路に面する区域 

75 デシベル以下 70 デシベル以下 

幹線道路に近接する空間における特例 75 デシベル以下 70 デシベル以下 

備考 

ａ区域：第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中

高層住居専用地域 

ｂ区域：第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 

ｃ区域：近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 

※仙台市他 25 市町村：仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩

沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、村田町、柴田町、亘理

町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、富谷町、大衡村、美里町、女川町、

南三陸町 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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また、騒音規制法に基づく特定建設作業に係る騒音の規制基準を表 2- 3-24 に示す。そ

の指定地域は仙台市含 26 市町村（表 2- 3-23 参照）の都市計画法で定める用途地域であ

る。また、特定建設作業とは、表 2- 3-25 に示す作業のことである。 

なお、計画地は、用途地域の指定のない区域であり、第 2 種区域のものに適用されるた

め、特定建設作業に係る騒音の規制基準は第 2 号区域に該当する。 

 

表 2- 3-24 特定建設作業に係る騒音の規制基準 

規制種別 第 1 号区域 第 2 号区域 

基 準 値 85 デシベル（敷地境界線） 

作 業 禁 止 時 間 19 時～7 時 22 時～6 時 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作 業 期 間 連続 6 日以内 

作 業 禁 止 日 日曜日その他の休日 

備考 

第 1 号区域：第 1 種、第 2 種及び第 3 種区域並びに第 4 種区域のうち学校、保育所、病院、

図書館、老人福祉施設等の敷地 80ｍまでの区域 

第 2 号区域：指定地域のうち第 1 号区域以外の区域 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 2- 3-25 騒音規制法に基づく特定建設作業 

特定建設作業 

1 
くい打機、くい抜機又はくい打くい

抜機を使用する作業 
5 コンクリートを設けて行う作業 

2 びょう打機を使用する作業 6 バックホウを使用する作業 

3 さく岩機を使用する作業 7 トラクターショベルを使用する作業 

4 空気圧縮機を使用する作業 8 ブルドーザーを使用する作業 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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(5) 振動 

1) 規制基準 

振動規制法及び宮城県公害防止条例に基づく特定工場に係る振動の規制に関する基準を

表 2- 3-26 に示す。 

なお、振動規制法及び宮城県公害防止条例に基づく特定工場等は、表 2- 3-27 に示す 13

施設である。また、特定工場等に係る規制基準の指定地域は、騒音規制法及び宮城県公害

防止条例により、県内全域に及ぶ。計画地における規制基準は、用途地域に指定されてい

ないため、第 1 種区域のものとなる。 

 

表 2- 3-26 特定工場等に係る振動の規制基準 

時間区分 

区域区分 

昼間 

（8 時～19 時） 

夜間 

（19 時～8 時） 

第 1 種 

区域 

文教地区、第 1 種低層住居専用地

域、第 2 種低層住居専用地域、第 1

種中高層住居専用地域、第 2 種中高

層住居専用地域、第 1 種住居地域、

第 2 種住居地域、準住居地域 

60 デシベル 55 デシベル 

第 2 種 

区域 

近隣商業地域、商業地域、準工業地

域、工業地域 
65 デシベル 60 デシベル 

備考 

1）上表に掲げる区域内に所在する学校、保育所、病院及び患者を入院させるための施設を有する診療所、図

書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね 50ｍの区域内における基準は、上表に定める値から

それぞれ 5 デシベルを減じた値とする。 

2）都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域及び仙台市の一部の近隣商業地域については、公害防止条

例施行規則に基づき「第 1 種区域」の規制基準を適用する。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 2- 3-27 振動規制法及び宮城県公害防止条例に基づく特定工場等 

特定施設名 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

金属加工機 

圧縮機 

土石用又は鉱物用破砕機等 

織機 

コンクリート製品製造機械 

ドラムバーカー又はチッパー 

印刷機械 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

ゴム・合成樹脂練用ロール機 

合成樹脂用射出成形機 

鋳型造型機 

金属加工の用に供する施設 

ディーゼルエンジン 

冷凍機 

注）網掛けは県公害防止条例のみに基づくものである。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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また、振動規制法に基づく道路交通振動の要請限度を表 2- 3-28 に示す。道路交通振動

の要請限度に係る指定地域は、仙台市他 25 市町村（表 2- 3-29）の都市計画法で定める用

途地域である。なお、計画地は用途地域に指定されていないため、道路交通振動の要請限

度は第 1 種区域のものとなる。 

 

表 2- 3-28 道路交通振動の要請限度 

区域の区分 
昼間 

（8 時~19 時） 

夜間 

（19 時~8 時） 

第 1 種区域 65 デシベル以下 60 デシベル以下 

第 2 種区域 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

表 2- 3-29 振動規制法に基づく指定市町村 

仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登

米市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、村田町、柴田町、亘理町、松島町、七ヶ

浜町、利府町、大和町、富谷町、大衡村、美里町、女川町、南三陸町 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

また、振動規制法に基づく特定建設作業に係る振動の規制基準を表 2- 3-30 に示す。そ

の指定地域は表 2- 3-29 と同じく、仙台市他 25 市町村となっている。また、特定建設作

業とは、表 2- 3-31 に示す作業のことである。 

なお、計画地は、用途地域に指定されていないため、特定建設作業に係る騒音の規制基

準は第 2 号区域に該当する。 

 

表 2- 3-30 特定建設作業に係る振動の規制基準 

規制種別 第 1 号区域 第 2 号区域 

基 準 値 75 デシベル（敷地境界線） 

作 業 禁 止 時 間 19 時～7 時 22 時～6 時 

1 日当たりの作業時間 10 時間以内 14 時間以内 

作 業 期 間 連続 6 日以内 

作 業 禁 止 日 日曜日その他の休日 

備考 

第 1 号区域：第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地

域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地

域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに工業地域のうち学校、保育所、

病院、図書館、老人福祉施設等の敷地 80ｍまでの区域 

第 2 号区域：指定地域のうち第 1 号区域以外の区域 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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表 2- 3-31 振動規制法に基づく特定建設作業 

特定建設作業 

1 くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

3 舗装版破砕機を使用する作業 

4 ブレーカーを使用する作業 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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(6) 悪臭 

1) 悪臭に係る規制基準 

悪臭防止法に基づく規制基準を表 2- 3-32 に示す。 

悪臭防止法では、県知事が規制地域を指定し、その地域内における工場・事業場の活動

に伴って悪臭ごとの規制基準が適用され、これらの規制事務は規制地域を有する市町村長

に委任されている。 

また、宮城県における悪臭公害は、昭和 30 年代後半から苦情が急増し、昭和 40 年頃は

主として沿岸地域の水産加工場から排出される魚介類残さの乾燥工程から発生する悪臭が、

全公害苦情件数の 40％を占めていた。この問題を解決するため、公害防止条例において、

全国に先駆けて魚腸骨処理場及び化製場の排出口に対して食塩水平衡法による臭気濃度に

係る規制基準を設定した。 

その後、規制基準等が見直され、また、条例施行規則の一部を改正し、「五点比較式臭袋

法」を採用するとともに、臭気指数による規制に改め、特定施設を飼料又は有機質肥料製

造事業場に限定した。 

さらに、県内一律の方式で規制をするため、法に合わせて「三点比較式臭袋法」を採用

して新たな規制基準を設定した。（表 2- 3-33、表 2- 3-34） 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

なお、計画斎苑はこれらのいずれにも該当しない。 
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表 2- 3-32 悪臭に係る規制基準 

単位（ppm） 

物質名 基準値 物質名 基準値 

アンモニア 1 イソバレルアルデヒド 0.003 

メチルメルカプタン 0.002 イソブタノール 0.9 

硫化水素 0.02 酢酸エチル 3 

硫化メチル 0.01 メチルイソブチルケトン 1 

二硫化メチル 0.009 トルエン 10 

トリメチルアミン 0.005 スチレン 0.4 

アセトアルデヒド 0.05 キシレン 1 

プロピオンアルデヒド 0.05 プロピオン酸 0.03 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 ノルマル酪酸 0.001 

イソブチルアルデヒド 0.02 ノルマル吉草酸 0.0009 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 イソ吉草酸 0.001 

アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン 

q=0.108×He・Cm 

 q：流量(mN／H)  He：補正された排出口の高さ 

 Cm：敷地境界線規制基準値（ppm） 

規制地域 

 仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼

市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、亘理町及び七ヶ浜町の一部地域 

出典：悪臭防止法の手引き パンフレット（環境省）、悪臭防止法施行規則 

平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

 

表 2- 3-33 宮城県公害防止条例に基づく悪臭の規制基準 

No 施設の種類 
臭気指数 

敷地境界線 排出口 排出水 

1 
飼料又は有機質肥料の製造の

用に供する施設 

15 

悪臭防止法第4条第2項に定め

る規制基準を基礎として、悪臭

防止法施行規則第6条の2に定

める方法により算出した臭気

排出強度又は臭気指数 

31 

2 
有機質肥料の製造の用に供す

る施設 

規制地域：県内全域（ただし、悪臭防止法規制地域を除く） 

測定法：3 点比較式臭袋法 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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表 2- 3-34 宮城県公害防止対策要綱に基づく基準 

基準値 規制対象 

敷地境界線上において 

臭気強度 1.8 

0 無臭 

1 やっと感知できるにおい 

2 
何のにおいであるかがわかる

弱いにおい 

3 らくに感知できるにおい 

4 強いにおい 

5 強烈なにおい 
 

日本標準産業分類の大分類の次の業種 

イ 農業 

ロ 建設業 

ハ 製造業 

ニ 卸売業、小売業 

ホ 電気・ガス・水道・熱供給業 

ヘ サービス業 

 

上記の施設及び作業には、廃棄物（排せつ物）

を含むものとする 

規制地域：県内全域 

測定法：3 点比較式臭気採点法 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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3.6 交通 

(1) 鉄道 

白石市における鉄道は、JR 東北新幹線、JR 東北本線の 2 路線が本市の東側を南北に縦断

しており、JR 東北新幹線駅は白石蔵王駅の 1 駅と JR 東北本線駅は越河駅、白石駅、東白石

駅の 4 駅がある。 

白石市における交通網は図 2- 3-7 に示すとおりである。 

 

(2) 道路交通 

1) 道路網 

白石市における高速自動車道は、東北縦貫自動車道が本市を縦断しており、市内には白

石 IC がある。国道は、本市を縦断するように国道 4 号、横断するように国道 113 号、更

に国道 4 号から北西方向に国道 457 号がある。一般県道は 12 号白石上山線や 50 号白石柴

田線が国道 4 号に沿うように走り、国道 113 号から北へ 109 号北白川停車場犬卒都婆線、

国道 4 号から角田市方面に東へ 24 号白石丸森線が走っている。 

白石市における道路交通センサス対象路線は図 2- 3-8 に示すとおりである。 

 

2) 交通量 

道路交通センサスによる計画地周辺での交通量調査について、平成 17 年度、平成 22 年

度の交通量のデータをまとめた。道路交通センサス対象路線の調査結果を表 2- 3-35 及び

表 2- 3-36 に示す。 

計画地周辺における道路交通量の変化は、国道 113 号、県道 50 号、245 号を除いて減

少傾向が見られた。 

平成 22 年度における各路線の道路交通量について、24 時間交通量において東北自動車

道では 5 割近くが大型車となっている。国道 4 号においても大型車率は高く、23～40％が

大型車となっている。 
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図 2- 3-7 白石市における交通網 
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図 2- 3-8 計画地周辺の道路交通センサス対象路線 
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表 2- 3-35 道路交通量の変化 

単位（台） 

道路 
種別 

路線名 区間 
17 年 22 年 

昼間 
12 時間 

24 時間 
昼間 

12 時間 
24 時間 

高速 
道路 

東北自動車道 
国見 IC～白石 IC 20700 30361 19014 29417 

白石 IC～村田 IC 20700 30361 20221 30274 

一般 
国道 

4 号 

越河角田線～白石丸森線 11018 15646 9877 13433 

白石丸森線～国道 113 号 17715 25155 15880 21656 

国道 113 号～白石上山線 18179 25814 16772 23131 

白石上山線～白石市･蔵王町境 24095 34310 21718 30073 

113 号 
市道～白石上山線 4154 5043 4482 5378 

白石上山線～白石市･角田市境 4077 4933 4399 5275 

457 号 国道 457 号～白石上山線 3455 4284 3323 4220 

一般 
県道 

12 号白石上山線 
国道 113 号～国道 4号 7726 10121 7254 9358 

国道 4号～岩沼蔵王線 7029 9278 6761 8586 

24 号白石丸森線 国道 4号～町道 12738 16687 11853 14935 

50 号白石柴田線 
白石上山線～北白川停車場向山線 1831 2417 1518 1928 

北白川停車場向山線～白石市･大河原町境 1556 2054 1851 2351 

106 号川前白石線 越河角田線～白石丸森線 1146 1398 1042 1271 

108 号白石停車場 白石駅前～国道 113 号 11516 15086 2161 2788 

109 号北白川停車場犬卒都婆線 白石柴田線～国道 113 号 4056 5192 3995 5074 

112 号北白川停車場向山線 白石柴田線～白石市･蔵王町境 1339 1714 1288 1636 

254 号南蔵王白石線 南蔵王町七ヶ宿線～白石上山線 1250 1525 1359 1658 

注）斜体で示した交通量は推定値 

出典：平成 22 年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 
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表 2- 3-36 平成 22 年度における各路線の道路交通量 

単位（台） 

道路 
種別 

路線名 区間 
12 時間 24 時間 

小型車 大型車 計 
大型車 
混入率 

小型車 大型車 計 
大型車 
混入率 

高速 
道路 

東北自動車道 
国見 IC～白石 IC 12975 6039 19014 31.8% 16075 13342 29417 45.4% 

白石 IC～村田 IC 14194 6027 20221 29.8% 17534 12740 30274 42.1% 

一般 
国道 

4 号 

越河角田線～白石丸森線 6015 3862 9877 39.1% 7953 5480 13433 40.8% 

白石丸森線～国道 113 号 12180 3700 15880 23.3% 15328 6328 21656 29.2% 

国道 113 号～白石上山線 12784 3988 16772 23.8% 16373 6758 23131 29.2% 

白石上山線～ 
白石市･蔵王町境 

16488 5230 21718 24.1% 21301 8772 30073 29.2% 

113 号 
市道～白石上山線 3545 937 4482 20.9% 4384 994 5378 18.5% 

白石上山線～ 
白石市･角田市境 

4124 275 4399 6.3% 4944 331 5275 6.3% 

457 号 国道 457 号～白石上山線 2914 409 3323 12.3% 3672 548 4220 13.0% 

一般 
県道 

12 号 
白石上山線 

国道 113 号～国道 4号 6832 422 7254 5.8% 8763 595 9358 6.4% 

国道 4号～岩沼蔵王線 5564 1197 6761 17.7% 7106 1480 8586 17.2% 

24 号 
白石丸森線 

国道 4号～町道 11407 446 11853 3.8% 14218 717 14935 4.8% 

50 号 
白石柴田線 

白石上山線～ 
北白川停車場向山線 

1461 57 1518 3.8% 1807 121 1928 6.3% 

北白川停車場向山線 
～白石市･大河原町境 

1748 103 1851 5.6% 2170 181 2351 7.7% 

106 号 
川前白石線 

越河角田線～白石丸森線 947 95 1042 9.1% 1149 122 1271 9.6% 

108 号 
白石停車場 

白石駅前～国道 113 号 2047 114 2161 5.3% 2623 165 2788 5.9% 

109 号 
北白川停車場犬卒都婆線 

白石柴田線～国道 113 号 3721 274 3995 6.9% 4633 441 5074 8.7% 

112 号 
北白川停車場向山線 

白石柴田線～ 
白石市･蔵王町境 

1227 61 1288 4.7% 1521 115 1636 7.0% 

254 号 
南蔵王白石線 

南蔵王町七ヶ宿線 
～白石上山線 

1148 211 1359 15.5% 1412 246 1658 14.8% 

注）斜体で示した交通量は推定値 

出典：平成 22 年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 
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1. 大気質 

1.1 地域の現況 

計画地周辺の大気質の現況について既存資料調査を行い、計画地周辺のデータを次のように

整理した。 

 

(1) 一般大気測定局の位置 

計画地周辺に近い一般環境大気測定局（以下測定局）は、白石市南町の白石局と柴田町に

ある柴田局である。これらの測定局は計画地より約 15km の圏内に存在する。 

測定局の位置を図 3- 1-1 に示す。 
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図 3- 1-1 一般大気測定局の位置
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(2) 整理項目及び期間 

測定局の測定データを平成 22 年度から平成 26 年度の 5 年間について、二酸化硫黄（SO2）

窒素酸化物（NO・NO2）、光化学オキシダント（OX）、浮遊粒子状物質（SPM）の 4 項目

の経年変化を整理した。 

また、測定局の測定データを平成 26 年度について二酸化硫黄、窒素酸化物、光化学オキ

シダント、浮遊粒子状物質の 4 項目を整理した。 

表 3- 1-1 に各測定局の測定項目を示す。 

 

表 3- 1-1 各測定局の測定項目 

市町名 局名 
用途 
地域 

調 査 項 目 計画地から 
の距離 

SO2 NO NO2 Ox SPM 

白石市 白石 住 － ○ ○ ○ ○ 約 3km 

柴田町 柴田 住 ○ ○ ○ ○ ○ 約 11km 
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(3) 既存資料調査結果 

1) 過去 5年間の経年変化 

① 二酸化硫黄 

二酸化硫黄は主として工場・事業場における石油・石炭などの燃焼によって排出さ

れる。 

宮城県においては二酸化硫黄の環境基準の長期的評価を県内全測定局で達成してい

る。 

柴田局の年平均値を表 3- 1-2 及び図 3- 1-2 に示す。柴田局の値は 0.001～

0.002ppm の範囲にあり、横ばいの傾向である。 

 

表 3- 1-2 二酸化硫黄の経年変化 

単位（ppm） 

年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

柴田 0.002 － 0.001 0.001 0.001 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 1-2 二酸化硫黄の経年変化 
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② 窒素酸化物（一酸化窒素・二酸化窒素） 

大気中の二酸化窒素は、物の燃焼によって排出される一酸化窒素が大気中で酸化さ

れて生成する物のほか、硝酸や窒素肥料の製造工場から排出されるものや、自然界か

ら排出されるものなどがある。また、硫黄酸化物と異なり、工場・事業所や一般家庭

等の固定発生源だけでなく、自動車等の移動発生源もある。 

宮城県において二酸化窒素の環境基準の達成状況は、全測定局で環境基準を達成し

ている。 

各測定局の年平均値を、一酸化窒素については、表 3- 1-3 及び図 3- 1-3 に、二酸

化窒素については、表 3- 1-4 及び図 3- 1-4 に示す。 

一酸化窒素の測定局の値は 0.002～0.008ppm の範囲にある。経年変化としては、

平成 23 年度に白石で相対的に高い値を示したが、その後、度は減少の傾向を示して

いる。 

二酸化窒素の各測定局の値は 0.009～0.012ppm の範囲にある。経年変化としては、

白石が平成 23 年度に最も高い値を示した。その他の測定局に明確な経年変化は見ら

れなかった。 

 

表 3- 1-3 一酸化窒素の経年変化 

単位（ppm） 

年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

白石 0.007 0.008 0.006 0.005 0.004 

柴田 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 1-3 一酸化窒素の経年変化 
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表 3- 1-4 二酸化窒素の経年変化 

単位（ppm） 

年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

白石 0.011 0.012 0.011 0.010 0.009 

柴田 0.009 0.009 0.009 － 0.009 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 1-4 二酸化窒素の経年変化 
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③ 光化学オキシダント 

大気中の光化学オキシダントは、窒素酸化物と炭化水素等が太陽光線の照射を受け、

光化学反応を起こし生成する二次物質であり、中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光

光度法により測定している。 

宮城県において、平成 26 年度の光化学オキシダントの環境基準の達成状況は、宮

城県内 27 局すべてで未達成だった。 

各測定局の昼間の 1 時間値の最高値を表 3- 1-5 及び図 3- 1-5 に示す。 

各測定局の値は 0.073～0.094ppm の範囲にあり、経年変化としては平成 22 年度か

ら白石局において減少の傾向であるが、柴田局は平成 24 年度より増加の傾向であ

る。 

 

表 3- 1-5 光化学オキシダントの経年変化 

単位（ppm） 

年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

白石 0.088 0.085 0.075 0.073 0.074 

柴田 0.090 0.088 0.076 0.083 0.094 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 1-5 光化学オキシダントの経年変化 
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④ 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する 10μm 以下の粒子状物質で、人の気管や

肺に沈着して呼吸器系に影響を与える。発生源として、物の燃焼により発生するばい

じん、粉砕過程から生じる粉じん、風や自動車による土砂の舞い上がり等がある。 

宮城県において、浮遊粒子状物質の環境基準は長期的評価については、達成されて

いるが、短期的評価については、約 5％の測定局で達成されていない状況である。 

各測定局の年平均値を表 3- 1-6 及び図 3- 1-6 に示す。 

各測定局の値は 0.014～0.024mg/m3 の範囲にあり、経年変化としては、白石局で

は横ばいの傾向であるが、柴田局は平成 25 年度より減少している。 

 

表 3- 1-6 浮遊粒子状物質の経年変化 

単位（mg/m3） 

年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

白石 0.016 0.015 0.014 0.015 0.015 

柴田 0.024 0.023 0.024 0.015 0.015 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3- 1-6 浮遊粒子状物質の経年変化 
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2) 平成 26年度の測定結果 

① 二酸化硫黄 

二酸化硫黄の測定結果を表 3- 1-7 に示す。 

平成 26 年度において、全測定局で環境基準を達成している。 

 

表 3- 1-7 平成 26年度における二酸化硫黄の測定結果 

測定局 年平均値 

1 時間値が 0.1ppm

を超えた時間数とそ

の割合 

日平均値が 0.04ppm

を超えた日数とその

割合 

1 時間値の

最高値 

日平均値の

2%除外値 

時間 ％ 日 ％ ppm ppm 

柴田 0.001 0 0.0 0 0.0 0.030 0.002 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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② 窒素酸化物 

窒素酸化物の測定結果を表 3- 1-8 及び表 3- 1-9 に示す。 

平成 26 年度において、二酸化窒素は宮城県内全測定局で環境基準を達成してい

る。 

 

 

表 3- 1-8 平成 26年度における一酸化窒素の測定結果 

測定局 
年平均値 

1 時間値 

の最高値 

日平均値の 

年間 98％値 

ppm ppm ppm 

白石 0.004 0.106 0.019 

柴田 0.002 0.059 0.013 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 1-9 平成 26年度における二酸化窒素の測定結果 

測定局 
年平均値 

1 時間値

の最高値 

日平均値の

年間 98％値 

日平均値が 0.06ppm

を超えた日数とその

割合 

日平均値が 0.04～

0.06ppm の日数とそ

の割合 

ppm ppm ppm 日 ％ 日 ％ 

白石 0.009 0.043 0.020 0 0.0 0 0.0 

柴田 0.009 0.041 0.020 0 0.0 0 0.0 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 



3-11 
 

 

③ 光化学オキシダント 

光化学オキシダントの測定結果を表 3- 1-10 に示す。 

平成 26 年度において、光化学オキシダントの環境基準値を超えた値が全測定局で

存在したが、光化学オキシダントの注意報の発令基準レベルを超えた値（0.12ppm）

については測定されなかった。 

 

表 3- 1-10 平成 26年度における光化学オキシダントの測定結果 

測定局 

昼間の 1 時間

値の年平均値 

昼間の 1 時間値が

0.06ppm を超え

た日数と時間数 

昼間の 1 時間

値の最高値 

昼間の日最

高 1 時間値

の年平均値 

ppm 日 時間 ppm ppm 

白石 0.031 15 85 0.074 0.041 

柴田 0.032 42 246 0.094 0.044 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

④ 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質の測定結果を表 3- 1-11 に示す。 

平成 26 年度において、柴田局では短期的評価が達成されていない。 

 

表 3- 1-11 平成 26年度における浮遊粒子状物質の測定結果 

測定局 
年平均値 

1 時間値が

0.20mg/m3を超え

た時間数と割合 

日平均値が

0.10mg/m3を超え

た日数とその割合 

1 時間値の

最高値 

日平均値の

2％除外値 

mg/m3 時間 ％ 日 ％ mg/m3 mg/m3 

白石 0.015 0 0.0 0 0.0 0.171 0.042 

柴田 0.015 1 0.0 0 0.0 0.254 0.044 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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3) 環境基準達成状況 

平成 26 年度における各測定局の環境基準達成状況は、表 3- 1-12 に示すとおり、光化

学オキシダントでは全ての測定局が環境基準を達成していない状況である。 

また、浮遊粒子状物質において、柴田局では環境基準を未達成である。 

 

表 3- 1-12 平成 26年度における環境基準の達成状況 

市町名 局名 
用途 

地域 

調 査 項 目 

SO2 NO2 Ox SPM 

白石市 白石 住 － ○ × ○ 

柴田町 柴田 住 ○ ○ × × 
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1.2 地域指定状況 

宮城県における大気質に係る地域指定の状況としては、硫黄酸化物について、ばい煙の排出

口の高さに応じて許容量を定める K 値規制が実施されており、県内では 3 段階（7.0、11.5、

17.5）の規制が行われている。それぞれの地域について指定されている K 値は表 3- 1-13 に示

すとおりであり、計画地はその他の地域 K 値 17.5 が設定されている。 

 

表 3- 1-13 宮城県における K値規制の地域指定状況 

K=7.0 仙台市、塩竃市、多賀城市、七ヶ浜町、利府町 

K=11.5 石巻市、矢本町、名取市、岩沼市、柴田町 

K=17.5 その他の地域 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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1.3 苦情発生状況 

宮城県及び白石市における大気質に係る苦情の発生状況の経年変化は表 3- 1-14 に示すとお

りである。 

公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課）によると、苦情の発生件数は、平成

24 年以降減少している。平成 26 年度の大気質に係る苦情としては、発生原因として工事・建設

作業、焼却（野焼き）が 20 件（29.9％）と最も高くなっている。白石市においては、平成 23

年度以降は苦情が発生していない。 

また、宮城県における苦情を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が最も多く、全体

の 65.7％を占めている（表 3- 1-15）。 

 

表 3- 1-14 苦情の発生状況の経年変化 

単位（件） 

年度 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 

宮城県 74 94 103 73 67 

白石市 
1 － － － － 

1.4％ － － － － 

出典：平成 22 年度～平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 1-15 平成 26年度の種類別苦情件数（宮城県） 

種別 健康 財産 動植物 
感覚的 

心理的 
その他 合計 

件数 
（件） 16 3 0 44 4 67 

（％） 23.9 4.5 0.0 65.7 6.0 100.0 

出典：平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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2. 水質 

2.1 地域の現況 

計画地周辺の水質の現況について既存資料調査を行い、計画地周辺のデータを次のように整

理した。 

(1) 水質調査地点 

計画地周辺の水質測定地点は、白石川の支流である松川の宮大橋、斉川の江坪橋、荒川の

韮神橋に存在し、図 3- 2-1 にその位置を示す。 

 

(2) 既存資料調査結果 

1) 調査期日 

各測定地点の調査は平成 26 年度に行われたものである。 

 

2) 調査結果 

調査の結果を表 3- 2-1~表 3- 2-3 に示す。 

各測定地点の環境基準は、宮大橋、韮神橋が A 類型、江坪橋は B 類型である。 

各測定地点において、環境基準の達成状況が悪いのは、大腸菌群数であり、半数が環境

基準を超えている。また、韮神橋において SS の値が環境基準を超えた月があった。その

他については環境基準を達成している。 

また、これらの測定地点では、健康項目についても測定が行われている項目があるが、

全ての地点で定量下限値以下であり、環境基準を達成している。 

 

 

表 3- 2-1 宮大橋における水質測定結果 

測定項目 測定結果 環境基準（A 類型） 

pH 7.2～7.5 6.5 以上 8.5 以下 

BOD （mL） 0.5～1.5 2mg／L 以下 

COD （mL） － － 

SS （mL） 1～9 25mg／L 以下 

DO （mL） 8.4～13.0 7.5mg／L 以上 

大腸菌群数（MPN／100mL） 7.9×10～2.4×104 1000MPN／100mL 以下 

出典：公共用水域の水質測定結果【速報値】（宮城県環境生活部環境対策課） 
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表 3- 2-2 江坪橋における水質測定結果 

測定項目 測定結果 環境基準（B 類型） 

pH 7.0～7.9 6.5 以上 8.5 以下 

BOD （mL） 0.5～1.7 3mg／L 以下 

COD （mL） － － 

SS （mL） 1～13 25mg／L 以下 

DO （mL） 8.4～15.0 5mg／L 以上 

大腸菌群数（MPN／100mL） 2.8×102～3.3×104 5000MPN／100mL 以下 

出典：公共用水域の水質測定結果【速報値】（宮城県環境生活部環境対策課） 

 

表 3- 2-3 韮神橋における水質測定結果 

測定項目 測定結果 環境基準（A 類型） 

pH 6.8～7.4 6.5 以上 8.5 以下 

BOD （mL） 0.5～1.9 2mg／L 以下 

COD （mL） － － 

SS （mL） 1～30 25mg／L 以下 

DO （mL） 8.2～13.0 7.5mg／L 以上 

大腸菌群数（MPN／100mL） 3.3×102～7.0×104 1000MPN／100mL 以下 

出典：公共用水域の水質測定結果【速報値】（宮城県環境生活部環境対策課） 
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図 3- 2-1 水質測定地点の位置
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2.2 地域指定状況 

宮城県における水質に係る地域指定の状況としては、水質の生活環境項目について、河川 59

水域、湖沼 12 水域、海域 24 水域について類型指定がされている。また、湖沼に係る全燐の類

型指定は釜房ダム、大倉ダム、七北田ダム、南川ダム、七ヶ宿ダムについて全燐の指定がされ

ている。 

宮城県における環境基準の類型指定状況は、図 3- 2-2 に示すとおりである。 

計画地周辺の河川では、白石川の支流である松川がA類型、斉川がB類型に指定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

図 3- 2-2 宮城県内における環境基準の類型指定状況 
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2.3 苦情発生状況 

宮城県及び白石市における水質に係る苦情の発生状況の経年変化を表 3- 2-4 に示す。宮城県

においては、平成 24 年度より大きく減少している。平成 26 年度の水質に係る苦情としては、

発生原因として流出・漏洩が全体の 34.1％と最も多く、次いで産業排水に係るものが 29.5％と

なっている。白石市においては、1 件から 3 件の範囲で発生している程度であり、少ない状況で

ある。平成 26 年度の水質に係る苦情件数は 3 件であり、これは宮城県の 6.8％にあたる。 

また、宮城県における苦情を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が最も多く、全体

の 45.5％を占めている（表 3- 2-5）。 

 

 

表 3- 2-4 苦情の発生状況の経年変化 

単位（件） 

年度 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

宮城県 86 82 90 72 44 

白石市 
3 3 2 1 3 

3.5% 3.7% 2.2% 1.4% 6.8% 

出典：平成 22 年度～平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 2-5 平成 26年度の種類別苦情件数（宮城県） 

種別 健康 財産 動植物 
感覚的 

心理的 
その他 合計 

件数 
（件） 3 3 3 20 15 44 

（％） 6.8 6.8 6.8 45.5 34.1 100.0 

出典：平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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3. 騒音 

3.1 地域の現況 

計画地周辺の騒音の現況について既存資料調査を行い、計画地周辺のデータを整理した。 

平成 26 年度の宮城県による調査結果を表 3- 3-1 及び表 3- 3-2 に、調査地点を図 3- 3-1 騒

音調査地点に示す。 

自動車交通騒音は環境基準を満足していたが、新幹線鉄道騒音では環境基準を超過している。 

 

表 3- 3-1 自動車交通騒音調査結果 

路線名 
調査地 

始点の住所 

調査地 

終点の住所 

車

線

数 

騒音 

測定 

年度 

環境 

基準 

類型 

等価騒音レベル

(dB) 

自動車騒音の 

要請限度(dB) 

昼間 夜間 昼間 夜間 

一般国道 113 号 
白石市亘理町

30-1 

白石市松ケ丘 

1 丁目 4-7 
2 2014 B 66 58 

75 

以下 

70 

以下 

県道 24 号白石丸森線 
白石市城南

1-2-33 

白石市大鷹沢大町 

稲荷山 1-3 
2 2013 A 67 59 

70 

以下 

65 

以下 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

表 3- 3-2 新幹線鉄道騒音調査結果 

測定地点 測定年月日 
環境基準 

類型 

騒音レベル（dB(A)） 走行速度

（km/h） 
軌道の種類 防音壁 

12.5m 25m 50m 100m 

旭町三丁目 H26.5.23 Ⅰ 
 

73 72 
 

276 ﾊﾞﾗｽﾄ 直壁型 1.8 

■部分は環境基準超過を示す。 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

3.2 地域指定状況 

騒音に係る環境基準及び騒音規制法における地域類型指定は、宮城県で 13 市 12 町 1 村が指

定を受けており、白石市は地域類型指定を受けている。なお、計画地は用途地域の指定のない

区域であり、環境基準の指定地域に該当していない。 

また、宮城県公害防止条例では、県内全域を指定しており、計画地及び周辺は、都市計画法

に基づく用途地域に指定されていないことから、「住居地域」の区域区分に定められている。 
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図 3- 3-1 騒音調査地点
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3.3 苦情発生状況 

宮城県及び白石市における騒音に係る苦情の発生状況の経年変化を表 3- 3-3 に示す。宮城県

においては、平成 24 年度以降増加傾向である。平成 26 年度の騒音に係る苦情としては、発生

原因として工事・建設作業が全体の 28.4％と最も多く、次いでその他が 19.9％となっている。

白石市においては、平成 22 年度の 4 件と平成 26 年度の 3 件であり、少ない状況である。平成

26 年度の騒音に係る苦情件数は 3 件であり、これは宮城県の 1.3％にあたる。 

また、宮城県における苦情を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が最も多く、全体

の 89.4％を占めている（表 3- 3-4）。 

 

 

表 3- 3-3 苦情の発生状況の経年変化 

単位（件） 

年度 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

宮城県 194 162 203 220 236 

白石市 
4 － － － 3 

0.5% － 0.5% 0.5% 1.3% 

出典：平成 22 年度～平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 3-4 平成 26年度の種類別苦情件数（宮城県） 

種別 健康 財産 動植物 
感覚的 

心理的 
その他 合計 

件数 
（件） 18 0 0 211 7 236 

（％） 7.6 0.0 0.0 89.4 3.0 100.0 

出典：平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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4. 振動 

4.1 地域の現況 

計画地周辺の振動の現況について既存資料調査を行い、計画地周辺のデータを整理した。 

平成 26 年度の宮城県による調査結果を表 3- 4-1 に示す。 

新幹線鉄道振動の状況については概ね良好な状態にあると考えられる。 

 

表 3- 4-1 東北新幹線鉄道振動レベル定点測定結果 

測定地点 測定 

年月日 

振動レベル（dB） 走行速度 

（km/h） 

軌道の 

種類 
防音壁 

住所 管理キロ程 測線 12.5m 25m 

白石市旭町三丁目 285.8 上 H26.5.23 
 

59 276 ﾊﾞﾗｽﾄ 直壁型 1.8 

出典：平成 27 年版宮城県環境白書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

4.2 地域指定状況 

振動に係る環境基準は設定されていないため、宮城県が公害防止計画において、振動につい

ての環境保全目標として「大部分の地域住民が日常生活において支障がない程度」と定めてい

る。 

振動に係る規制対象地域の指定には、振動規制法により宮城県で 13 市 12 町 1 村が指定を受

けており、計画地のある白石市は規制対象地域に指定されている。 

また、宮城県公害防止条例では、県内全域を指定しており、計画地及び周辺は「第１種区域」

に定められている。 
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図 3- 4-1 振動調査地点
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4.3 苦情発生状況 

宮城県及び白石市における振動に係る苦情の発生状況の経年変化を表 3- 4-2 に示す。宮城県

においては、平成 25年度に比べ、平成 26年度は 8件減少している。平成 26年度の振動に係る

苦情としては、発生原因として工事・建設作業が全体の 31.3％と最も多く、次いでその他が

25％となっている。白石市においては、平成 25 年度の 1 件だけであり、少ない状況である。 

また、宮城県における苦情を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が最も多く、全体

の 75％を占めている（表 3- 4-3）。 

 

 

表 3- 4-2 苦情の発生状況の経年変化 

単位（件） 

年度 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

宮城県 8 21 22 24 16 

白石市 
－ － － 1 － 

－ － － 4.2% － 

出典：平成 22 年度～平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 4-3 平成 26年度の種類別苦情件数（宮城県） 

種別 健康 財産 動植物 
感覚的 

心理的 
その他 合計 

件数 
（件） 3 1 0 12 0 16 

（％） 18.8 6.3 0.0 75.0 0.0 100.0 

出典：平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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5. 悪臭 

5.1 地域の現況 

計画地は山林であり、その周辺も田・畑が点在している状況である。 

なお、計画地及びその周辺では、悪臭調査の既存資料はない。 

 

5.2 地域指定状況 

悪臭防止法に基づく指定地域は、宮城県で 13 市 2 町が指定を受けており、22 物質の悪臭物

質について規制を行っており、計画地のある白石市は規制対象地域に指定されている。 

宮城県公害防止条例では、県内全域の特定工場における悪臭発生施設を、悪臭に係る特定施

設として指定し、工場・事業場の敷地境界線、煙突の排出口、排出水に規制基準を定め、臭気指

数を測定し規制を行っている。 
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5.3 苦情発生状況 

宮城県及び白石市における悪臭に係る苦情の発生状況の経年変化を表 3- 5-1 に示す。宮城県

においては、平成 25 年度に比べ、平成 26 年度は 22 件増加している。平成 26 年度の悪臭に係

る苦情としては、発生原因としてその他が全体の 31.8％と最も多く、次いで家庭生活(その他)

が 12.2％となっている。白石市においては、平成 22 年度と平成 24 年度の 1 件であり、少ない

状況である。 

また、宮城県における苦情を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害が最も多く、全体

の 86.5％を占めている（表 3- 5-2）。 

 

 

表 3- 5-1 苦情の発生状況の経年変化 

単位（件） 

年度 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

宮城県 143 133 140 126 148 

白石市 
1 － 1 － － 

0.7% － 0.7% － － 

出典：平成 22 年度～平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 5-2 平成 26年度の種類別苦情件数（宮城県） 

種別 健康 財産 動植物 
感覚的 

心理的 
その他 合計 

件数 
（件） 9 2 2 128 7 148 

（％） 6.1 1.4 1.4 86.5 4.7 100.0 

出典：平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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6. 土壌 

6.1 地域の現況 

宮城県においては、二迫川地域（栗原市：旧築館町、旧栗駒町）の 186.77ha、白石市におい

ては、小原・赤井畑地域の 1.28ha の 2 地域で、基準値内ではあるが、カドミウムを含む農作物

が生産される地域が確認されたため、土壌汚染地域としてとらえ、出穂期における湛水管理など

の対策が行われている。 

なお、白石市の小原・赤井畑地域は計画地より約 12km 南西であり、計画地周辺では土壌汚

染は認められていない。 

 

6.2 苦情発生状況 

宮城県及び白石市における土壌汚染に係る苦情の発生状況の経年変化を表 3- 6-1 に示す。宮

城県においては、平成 25年度に比べ、平成 26年度は 2 件増加している。平成 26 年度の土壌汚

染に係る苦情としては、発生原因として流出・漏洩が 3 件、移動発生源(自動車運行)が 1 件とな

っている。白石市においては、平成 23 年度の 1 件であり、少ない状況である。 

また、宮城県における苦情を被害の種類別にみると、感覚的・心理的被害で 1 件、その他で 3

件となっている（表 3- 6-2）。 

 

 

表 3- 6-1 苦情の発生状況の経年変化 

単位（件） 

年度 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26 

宮城県 3 5 1 2 4 

白石市 
－ 1 － － － 

－ 20% － － － 

出典：平成 22 年度～平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 

 

 

表 3- 6-2 平成 26年度の種類別苦情件数（宮城県） 

種別 健康 財産 動植物 
感覚的 

心理的 
その他 合計 

件数 
（件） 0 0 0 1 3 4 

（％） 0.0 0.0 0.0 25.0 75.0 100.0 

出典：平成 26 年度公害苦情調査結果報告書（宮城県環境生活部環境政策課） 
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7. 景観 

7.1 地域の現況 

白石市は、宮城県の南端に位置し、総面積 286.48km2で市内の約 4 割が山林となっている。

西部は、蔵王連峰の裾野に広がる丘陵地帯であり、蔵王連峰は蔵王国定公園、丘陵地帯は蔵王高

原県立自然公園に指定されている。東部は、阿武隈川・白石川が流れる平野部であり、白石川沿

いの桜並木は仙南地域を代表する風景になっている。また福島県と接する阿武隈川流域は、阿武

隈渓谷県立自然公園に指定されている。北東部は仙台都市圏に隣接し、住宅開発が進んでいる。 

なお、計画地周辺は特殊な景観要素は存在していない状況である。周辺からの眺望状況を把握

するため、現地踏査を行った。写真撮影は図 3- 7-1、図 3- 7-2 に示すとおり、6 地点において

撮影を行った。その内容を表 3- 7-1 に示し、写真 地点１~６に示す。 

 

表 3- 7-1 眺望点の状況 

眺望地点 状況 

地点１ 近景域 計画地より東側に位置する道路からの眺望である。 

地点２ 近景域 計画地より東側に位置する民家（道路）から南の道路か

らの眺望である。 

地点３ 中景域 計画地より南側に位置する民家（道路）からの眺望であ

る。 

地点４ 中景域 計画地より南東に位置する道路からの眺望である。 

地点５ 中景域 計画地より南側に位置する道路からの眺望である。 

地点６ 遠景域 計画地より南東側に位置する神社（三沢山辨財天不動

尊）からの眺望である。 
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図 3- 7-1 写真撮影位置図
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図 3- 7-2 写真撮影位置図
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■地点１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地点２ 
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■地点３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地点４ 
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■地点５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地点６ 
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1. 環境影響評価の対象とする事業 

環境影響評価の対象とする事業は以下のとおりとする。 

 

① 火葬場施設の建設工事 

② 火葬場施設の存在、供用 

 

2. 環境影響評価の対象とした環境要素 

事業計画の内容から想定される環境影響要因と周辺の地域特性等から、環境影響評価の対象と

すべき環境要素は表 4- 2-1のように抽出される。 

選定した環境要素は、「騒音」、「振動」、「悪臭」及び「景観」である。 

 

表 4- 2-1 環境影響要因と環境要素の関連 

環境要素の区分 

工事の実施 
土地又は工作物の存在

及び供用 

建
設
機
械
の
稼
働 

資
材
及
び
機
械
の
運
搬
に

用
い
る
車
両
の
運
行 

構
造
物
の
存
在
及
び
施
設

の
利
用 

利
用
自
動
車
の
走
行 

環境の自然的構成

要素の良好な状態

の保持を旨として

調査、予測及び評価

されるべき環境要

素 

大気環境 騒音 騒音・低周波

音 
● 

 
● 

  

振動 振動 
● 

 
● 

  

悪臭 悪臭 

  
● 

  

人と自然の豊かな

触れ合いの確保を

旨として調査、予測

及び評価されるべ

き環境要素 

景観 主要な眺望

点及び景観

資源、主要な

眺望景観並

びに主要な

囲繞景観 

  
● 
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3. 環境影響評価の対象としなかった環境要素 

「大気質」、「水質」、「底質」、「地下水の水質及び水位」、「地形及び地質」、「地盤」、「日照阻害」、

「風車の影」、「電波障害」、「動物」、「植物」、「生態系」、「人と自然の触れ合いの活動の場」、「廃

棄物等」及び「温室効果ガス等」は表 4- 3-1 の理由により周辺環境に与える影響がほとんどな

いと考えられることから、環境影響評価の対象とすべき環境要素として選定しない。 

 

表 4- 3-1 選定しない環境要素およびその理由 

環境要素の区分 選定しない理由 

大気質 施工時には、工事関係車両が稼働し、自動車排ガスの発生が考え

られるが、工事規模は小規模であり、工事車両の稼働時間も短時

間であるため、環境影響要因とは設定しない。 

供用時においては、施設での火葬に伴い燃焼ガスが発生すること

になるが、排ガスについては、再燃焼室及び集じん設備等を設け

ることにより影響は抑制できるものと考えられるため、環境影響

要因として設定しない。 

駐車台数に限りがあること、また原則的に 30分ごと受付時間を

ずらして運用するため、単位時間当たりの交通量の変化は殆どな

いので、環境影響要因としては設定しない。  

水質 事業計画では、工事の実施にあたり基礎掘削時の湧水及び降雨時

の排水等が考えられるが、一旦沈砂池に導水し、浮遊物質（SS）

を除去して放流するので影響は少ないと考える。 

施設の稼働時においては、施設からの排水は施設洗浄の際に発生

するが、浄化槽で処理することから、影響はないと考えられる。

また、施設管理人員及び施設利用者等から発生する生活排水は、

合併浄化槽で処理することから、影響はないと考えられる。 

底質 このため施設の供用に伴う下流河川の底質の変化は想定されな

い。 

地下水の水質及び水位 事業計画では、大規模な造成工事は実施しない。 

地形および地質 事業予定地周辺には、重要な地形及び地質は存在しない。 

地盤 事業計画では、地下水の揚水は計画していない。 

土壌汚染 事業計画では、有害物質を発生させたり、土壌に影響を及ぼす活

動要素はない。 

日照阻害 事業計画では周辺地域に日照阻害を及ぼす大規模かつ高層建築

物等の建設は想定されていない。 

なお、日照阻害が生じた場合は適切な対策を行う。 

風車の影 事業計画では風車の建設は行わない。 
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環境要素の区分 選定しない理由 

電波障害 事業計画では周辺地域に電波障害を及ぼす大規模かつ高層建築

物等の建設は想定されていない。 

なお、電波障害が生じた場合は適切な対策を行う。 

動物 工事用車両の走行ルート、葬儀関連車両の走行ルート沿道及び環

境影響評価を実施しようとする地域内では、貴重な種及び注目す

べき生息地は存在しない。 

植物 工事用車両の走行ルート、葬儀関連車両の走行ルート沿道及び環

境影響評価を実施しようとする地域内では、重要な種及び群落は

存在しない。 

生態系 事業予定地は現在空地であり、事業の実施により貴重な動物・植

物の生息地・生育地の直接改変は行わない。 

人と自然の触れ合いの活動の場 工事用車両の走行ルート、葬儀関連車両の走行ルート沿道及び環

境影響評価を実施しようとする地域内では、人と自然との触れ合

いの活動の場となる施設は存在しない。 

廃棄物等 事業計画では、工事規模が小規模であり、建設工事に伴う副産物、

産業廃棄物は発生しない。 

温室効果ガス等 施工時においては、工事規模が小規模であり、稼働時間も短時間

であるため、二酸化炭素の発生はほとんどない。 

供用時については、稼働時間が短時間であり、また自動燃焼制御

により燃料の使用量や空気量を調整し最適な火葬を実施するこ

とにより、二酸化炭素の発生を最小限に抑えられる。 

 

なお、騒音・振動における「資材及び機械の運搬に用いる車両の運行」・「利用自動車の走行」を

環境要素の対象にしなかった理由については、以下のとおりである。 

 工事規模が小規模であるため、資材及び機械の運搬に用いる車両の運行がきわめて少ない。 

 駐車台数に限りがあること、また原則的に、現在の白石斎苑と同様に 30分ごと受付時間を

ずらして運用するため、単位時間当たりの交通量の変化は殆どないので、環境影響要因とし

ては設定しない。 
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4. 環境影響評価の調査・予測・評価の手法 

4.1 調査の手法 

調査の手法は、項目ごとに既存資料の引用により現状を把握した。 

 

4.2 予測の手法 

予測の手法は、調査によって得られた結果について、項目ごとに事業計画及び既存資料に基づ

き予測手法を設定し、定量的または定性的に影響を予測した。 

 

表 4- 4-1 環境要素ごとの予測手法の概要 

環境要素 調査の手法 予測の手法 

騒音 一 調査すべき情報  

イ 騒音の状況 

 ロ 地表面の状況 

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による

情報の収集並びに当該情報の整理及び

解析。この場合において、前号イのうち

騒音の情報については騒音規制法（昭和

四十三年法律第九十八号）第十五条第一

項の規定による特定建設作業に伴って

発生する騒音の規制に関する基準にお

いて定められた騒音についての測定の

方法。  

三 調査地域 

 音の伝搬の特性を踏まえて騒音・低周

波音に係る環境影響を受けるおそれが

ある地域 

四 調査地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて前号の調査

地域における騒音・低周波音に係る環境

影響を予測し、及び評価するために適切

かつ効果的な地点 

五 調査期間等 

 音の伝搬の特性を踏まえて第三号の調

査地域における騒音に係る環境影響を

予測し、及び評価するために適切かつ効

果的な期間、時期及び時間帯 

一 予測の基本的な手法 

 音の伝搬理論に基づく計算、事例の引用

又は解析  

二 予測地域 

 第三欄第三号の調査地域のうち、音の伝

搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響

を受けるおそれがある地域  

三 予測地点 

 音の伝搬の特性を踏まえて前号の予測

地域における騒音に係る環境影響を的確

に把握できる地点  

四 予測対象時期等 

 建設機械の稼働等による騒音・低周波音

に係る環境影響が最大となる時期 

事業場における事業活動、運転等が定常

状態であり、適切に予測できる時期 

振動 一 調査すべき情報 

 地盤の状況  

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による

情報の収集並びに当該情報の整理及び

解析  

三 調査地域 

一 予測の基本的な手法 

 事例の引用又は解析  

二 予測地域 

 第三欄第三号の調査地域のうち、振動の

伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影

響を受けるおそれがある地域  

三 予測地点 
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 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係

る環境影響を受けるおそれがある地域 

四 調査地点 

 振動の伝搬の特性を踏まえて前号の調

査地域における振動に係る環境影響を

予測し、及び評価するために適切かつ効

果的な地点  

五 調査期間等 

 振動の伝搬の特性を踏まえて第三号の

調査地域における振動に係る環境影響

を予測し、及び評価するために適切かつ

効果的な期間及び時期 

 振動の伝搬の特性を踏まえて前号の予

測地域における振動に係る環境影響を的

確に把握できる地点  

四 予測対象時期等 

建設機械の稼働等による振動に係る環境

影響が最大となる時期 

事業場における事業活動、運転等が定常

状態であり、適切に予測できる時期 

悪臭 一 調査すべき情報 

 イ 悪臭の状況  

ロ 気象の状況  

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による

情報の収集並びに当該情報の整理及び

解析。この場合において、前号イの情報

に係る臭気指数については悪臭防止法

施行規則（昭和四十七年総理府令第三十

九号）第一条の規定により環境大臣が定

める方法。  

三 調査地域 

悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係

る環境影響を受けるおそれがある地域  

四 調査地点  

悪臭の拡散の特性を踏まえて前号の調

査地域における悪臭に係る環境影響を

予測し、及び評価するために適切かつ効

果的な地点  

五 調査期間等  

悪臭の拡散の特性を踏まえて第三号の

調査地域における悪臭に係る環境影響

を予測し、及び評価するために適切かつ

効果的な期間、時期又は時間帯  

一 予測の基本的な手法 

事例の引用又は解析  

二 予測地域  

第三欄第三号の調査地域のうち、悪臭の

拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影

響を受けるおそれがある地域  

三 予測地点 

 悪臭の拡散の特性を踏まえて前号の予

測地域における悪臭に係る環境影響を的

確に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

 工場及び事業場における事業活動等が

定常状態であり、適切に予測できる時期 

景観 一 調査すべき情報 

 イ 主要な眺望点の状況 

 ロ 景観資源の状況 

 ハ 主要な眺望景観の状況 

 ニ 主要な囲繞いにょう景観の状況  

二 調査の基本的な手法 

 文献その他の資料及び現地調査による

情報の収集並びに当該情報の整理及び

解析 

三 調査地域 

 対象事業実施区域及びその周辺区域 

四 調査地点 

 調査地域における景観の特性を踏まえ

一 予測の基本的な手法 

 イ  主要な眺望点及び景観資源につい

て、分布の改変の程度を把握した上で、

事例の引用又は解析 

 ロ 主要な眺望景観及び主要な囲繞いに

ょう景観について、完成予想図、フォト

モンタージュ法その他の視覚的な表現手

法 二 予測地域 

 第三欄第三号の調査地域のうち、調査地

域における景観の特性を踏まえて主要な

眺望点及び景観資源、主要な眺望景観並

びに主要な囲繞いにょう景観に係る環境

影響を受けるおそれがある地域 
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て前号の調査地域における主要な眺望

点及び景観資源、主要な眺望景観並びに

主要な囲繞いにょう景観に係る環境影

響を予測し、及び評価するために適切か

つ効果的な地点  

五 調査期間等 

 調査地域における景観の特性を踏まえ

て第三号の調査地域における主要な眺

望点及び景観資源、主要な眺望景観並び

に主要な囲繞いにょう景観に係る環境

影響を予測し、及び評価するために適切

かつ効果的な期間、時期及び時間帯 

三 予測対象時期等 

 調査地域における景観の特性を踏まえ

て主要な眺望点及び景観資源、主要な眺

望景観並びに主要な囲繞いにょう景観に

係る環境影響を的確に把握できる時期 

出典：宮城県 環境影響評価技術指針 
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4.3 評価の手法 

評価の手法は、調査及び予測の結果等を踏まえて、項目ごとに環境影響に対する回避・低減等

の効果を評価するとともに、国、県、市等が実施する環境保全施策を踏まえて環境保全のための

基準を設定し、予測結果の整合について評価した。 

 

(1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

対象事業の実施により選定項目に係る環境要素におよぶおそれがある環境影響が、事業者

により実行可能な範囲内でできる限り回避され、または低減されており、必要に応じてその

他の方法により環境保全についての配慮が適正になされているかどうかについて評価した。 

 

(2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

各環境要素における環境保全目標値を表 4- 4-2に示す。 

 

表 4- 4-2 各環境要素における環境保全目標値 

環境 

要素 
環境影響要因 環境保全目標値 

騒音 

工事の実施 
工事中の建設機械の稼働

に伴う騒音の影響 

騒音規制法に基づく特定建設作業に係る騒音

の規制基準（85dB）を下回ること。 

土地又は工作物の

存在及び供用 

供用時の施設稼働に伴う

騒音の影響 

環境基本法に基づく騒音に係る環境基準※1（昼

間 55dB）を下回ること。 

※1：計画地は環境基準の指定地域に該当しないが、

静穏な環境であるため、A類型を指定。 

振動 

工事の実施 
工事中の建設機械の稼働

に伴う振動の影響 

振動規制法に基づく特定建設作業に係る振動

の規制基準（75dB）を下回ること。 

土地又は工作物の

存在及び供用 

供用時の施設稼働に伴う

振動の影響 

振動感覚いき値※2（55dB）を下回ること。 

※2：人間が振動を感じる体感いき値（通産省：1991

「公害防止の技術と法規“振動編”」） 

悪臭 
土地又は工作物の

存在及び供用 

供用時の施設稼働に伴う

悪臭の影響 

悪臭防止法に基づく規制基準を下回ること。 

※計画地は規制地域には指定されていない。 

景観 
土地又は工作物の

存在及び供用 

施設の外観に伴う景観の

影響 
「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な

方針」に基づき、周辺の景観との調和が図られ

ていること。 
施設の建物の存在に伴う

景観の影響 
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1. 騒音 

1.1 予測 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

(1) 予測内容 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音が事業計画地周辺に及ぼす影響について、その影響が

大きいと予想される地点を対象に予測した。 

 

(2) 予測方法 

本事業の工事計画に基づく工事工程及び使用建設機械の種類・台数、既存資料に基づく各

建設機械の発生騒音レベルを基に、距離減衰式を用いて予測した。 

 

1) 予測式 

騒音の予測式は、以下に示す日本音響学会の ASJ CN-Model 2007 を用いた。 

 

𝐿𝐴 = 𝑃𝑊𝐿 − 8 − 20𝑙𝑜𝑔10𝑟 + ∆𝐿𝑐𝑜𝑟 

∆𝐿𝑐𝑜𝑟 = ∆𝐿𝑑𝑖𝑓 + ∆𝐿𝑔𝑟𝑛𝑑 + ∆𝐿𝑎𝑖𝑟 

 

ここで、 LA  ： 予測点における騒音レベル（dB） 

 PWL ： 音源のパワーレベル（dB） 

 r ： 音源と受音点との距離（m） 

 ΔLcor ： 伝搬に影響を与える各種要因に関する補正量の和（dB） 

 ΔLdif ： 回折に伴う減衰に関する補正量（dB） 

 ΔLgrnd 
： 地表面の影響に関する補正量（dB） 

 ΔLair 
： 空気の音響吸収の影響に関する補正（dB） 

 

・回折に伴う減衰に関する補正 

回折に伴う補正量（ΔLdif）は遮音壁等の上部の回折パスにおける補正量（ΔLd,1∆𝐿𝑑,1）

と遮音壁等の高さを 0m とした下部の回折パスにおける補正量（ΔLd,0）の差として、

次式で計算する。 

 

ΔLd,1∆𝐿𝑑,1とΔLd,0 をまとめてΔLd と表し、音源、回折点、予測点の幾何学的配置

から決まる行路差をδとすると、ΔLd は以下の次式で求められる。 
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＜予測点から音源が見えない場合＞ 

 

＜予測点から音源が見える場合＞ 

 

 

計算式中の定数は、表 5- 1-1 に示すとおりである。 

 

表 5- 1-1 計算式中の定数の値 

定数 建設機械 建設工事用運搬車両 

a 18.4 20.0 

b 17.5 19.3 

c 0.42 0.42 

 

・地表面の影響に関する補正 

本予測では、計算による過剰な減衰を与えることを避けるために、補正量は 0 として

いる。 

 

・空気の音響吸収に関する補正 

本予測で対象としている伝搬距離では、空気の音響吸収による減衰はほぼ無視できるた

め、補正量は 0 としている。 

 

2) 予測条件 

① 予測時期 

建設工事期間中の中で最も騒音の発生が多くなる時期とした。 

 

② 建設機械の配置及び予測地点 

建設機械の配置は、図 5- 1-1 に示す通り、施工範囲の敷地境界に最も近い 1 地点で、

全建設機械が同時に作業を行っているものとした。 

予測地点は、音源と保全対象（民家）を結ぶ直線上で最も近い敷地境界２地点とした。 
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図 5- 1-1 建設機械配置位置及び騒音予測定点  
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③ 建設機械の発生源レベル 

建設工事の建設機械は、ブルドーザ、バックホウの各 2 台、タイヤローラ、ダンプ

トラック、トラッククレーン、クローラクレーン、トラック、コンクリートミキサー車

の各 1 台と設定した。 

建設機械騒音のパワーレベルにおける騒音レベルを表 5- 1-2 に示す。 

 

表 5- 1-2 建設機械騒音のパワーレベル 

機械名 台数 規格 
騒音 

対策 

騒音パワーレベル 

（dB） 

ブルドーザ 2 台 15t 有 101 

バックホウ 2 台 クローラ 0.6m3 有 99 

タイヤローラ 1 台 8～20t 無 104 

ダンプトラック 1 台 10～11t 無 110 

トラッククレーン 1 台 25t 有 97 

クローラクレーン 1 台 35t  有 99 

トラック 1 台 10～11t 無 110 

コンクリートミキサー車 1 台 4.4m3 無 111 

出典：「建設騒音の測定と予測」（森北出版株式会社、1984 年 3 月） 
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(3) 予測結果 

建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果を表 5- 1-3 表 5- 1-5 に示す。敷地境界における騒音

レベルは 75dB であった。予測結果は、騒音規制法に基づく特定建設作業に係る騒音の規制

基準（85dB）を下回る結果となった。 

 

表 5- 1-3 予測結果（建設機械の稼働に伴う騒音） 

予測地点 
予測結果 

機械名 

敷地境界 予測結果

（合成値） 

（dB） 

規制基準※

（dB） 
距離 

（m） 

騒音レベル 

（dB） 

敷地境界① 

ブルドーザ 

45.3 

63 

75 

85 

バックホウ 61 

タイヤローラ 63 

ダンプトラック 69 

トラッククレーン 56 

クローラクレーン 58 

トラック 69 

コンクリートミキサー車 70 

敷地境界② 

ブルドーザ 

47.3 

63 

75 

バックホウ 61 

タイヤローラ 63 

ダンプトラック 69 

トラッククレーン 56 

クローラクレーン 58 

トラック 69 

コンクリートミキサー車 70 

※騒音規制法に基づく特定建設作業に係る騒音の規制基準（85dB） 
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供用時の施設稼働に伴う騒音の影響 

(1) 予測内容 

供用時の施設等の稼働に伴いう騒音が事業計画地周辺に及ぼす影響について、供用後の施

設が定常的に稼働する時点を対象に予測した。 

 

(2) 予測方法 

1) 予測式 

騒音の予測は、類似施設で測定した基準距離における騒音レベルと対象施設と炉室と予

測地点との距離減衰量から算出した。騒音の予測式は、2 点間の騒音減衰式から以下のと

おり設定した。 

 

𝐿𝐴 = 𝐿𝐴1 − 20𝑙𝑜𝑔10
𝑟2
𝑟1

 

 

ここで、 LA  ： 予測点における騒音レベル（dB） 

 LA1 ： 基準距離における騒音レベル（dB） 

 r1 ： 基準距離（m） ＝2.5m 

 r2 ： 音源と受音点との距離 

 

2) 予測条件 

① 予測時期 

予測対象時期は、施設の稼働が通常状態に達する時点とした。 

 

② 設備の配置及び予測地点 

計画斎苑の主な音源としては、誘引排風機、バーナーなどがあり、これらは全て炉室

に配置されている。これより、炉室を音源として設定した。 

予測地点は、音源から最も近い保全対象とした。 
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図 5-1-2 設備の配置位置及び騒音予測定点  
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③ 設備の発生騒音 

炉室の騒音レベルは、類似施設において測定されたデータを基に 3 炉全てが稼働し

た場合を想定する。排ガス処理系列の設置方法の 2 パターン別に表 5- 1-4 に示す。 

 

表 5- 1-4 炉室の基準距離における騒音レベル 

排ガス処理系列 
基準距離 

（m） 

騒音レベル 

（dB） 

1 炉 1 系列 2.5 53.1 

2 炉 1 系列 2.5 52.4 

3 炉 1 系列 2.5 53.1 

 

 

(3) 予測結果 

施設稼働に伴う騒音の予測結果を表 5- 1-5 に示す。保全対象の民家における騒音レベルは

16～20dB であった。 

計画地に環境基準の指定はないが、静穏な環境であると考えられるため、A 類型の環境基

準（55dB）と比較し、予測結果は環境基準を下回る結果となった。 

 

表 5- 1-5 予測結果（施設稼働に伴う騒音） 

予測地点 
排ガス処理

系列 
機数 

基準 

距離 

（m） 

保全対象 
環境基準※ 

（昼間） 
距離 

（m） 

騒音レベル 

（dB） 

民家① 

1 炉 1 系列 3 2.5 216.8 22 

55dB 

2 炉 1 系列 3 2.5 216.8 21 

3 炉 1 系列 3 2.5 216.8 22 

民家② 

1 炉 1 系列 3 2.5 206.8 22 

2 炉 1 系列 3 2.5 206.8 21 

3 炉 1 系列 3 2.5 216.8 22 

※A 類型の環境基準（55dB）。施設の稼働が 9 時～16 時のため環境基準の時間帯は昼間（8 時～19 時）

に設定。 

 

  



5-9 
 

 

1.2 環境保全措置及び評価 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

(1) 環境保全措置 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の予測値は、表 5- 1-3 に示すとおり規制基準を下回る

結果であった。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 1-6 に示す。 

 

表 5- 1-6 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・建設機械による騒音の発生が予想されるが、低騒音型の建設機械を

使用し、アイドリングストップを励行する。 

・工事の実施にあたっては、防音効果のある防音シートや仮囲いを設

置する。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音に関しては、表 5- 1-6 に示す環境保全措置を実施

することで、計画施設の工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲で

低減できているものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音に関しては、特定建設作業の騒音の規制基準（85dB）

を評価の基準とした。 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の予測値は、特定建設作業の騒音の規制基準を下回

る結果であり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の工事中の建設機械の稼働に伴う騒音は、評価の基準を満足する

ものであり、基準との整合が図られているものと評価した。 
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供用時の施設稼働に伴う騒音の影響 

(1) 環境保全措置 

施設稼働に伴う騒音の予測値は、表 5- 1-5 に示すとおり環境基準を下回る結果であった。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 1-7 に示す。 

 

表 5- 1-7 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・送風機による騒音の発生が予想されるが、低騒音型の機器を使用し、

架台には防振装置を設置する等を行う。 

・炉機械室と会葬者が入る各部屋とはコンクリートの壁や鉄製の扉等

により分離する。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

施設稼働に伴う騒音に関しては、表 5- 1-7 に示す環境保全措置を実施することで、計

画施設の稼働に伴う騒音の影響は、実行可能な範囲で低減できているものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設稼働に伴う騒音に関しては、環境基準（55dB）を評価の基準とした。 

施設稼働に伴う騒音の予測値は、環境基準を下回る結果であり、評価の基準を満足して

いる。 

したがって、計画施設の稼働に伴う騒音は、評価の基準を満足するものであり、基準と

の整合が図られているものと評価した。 
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2. 振動 

2.1 予測 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の影響 

(1) 予測内容 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動が事業計画地周辺に及ぼす影響について、その影響が

大きいと予想される地点を対象に予測した。 

 

(2) 予測方法 

建設機械の発生振動レベルをもとに、距離減衰式を用いて予測した。 

 

1) 予測式 

振動の予測式は、以下に示す距離減衰式を用いた。 

 

 

 

ここで、 L(r) ： 予測地点における振動レベル（dB） 

 L(r0) ： 基準点における振動レベル（dB） 

 r ： 建設機械の稼動位置から予測点までの距離（m） 

 r0 ： 建設機械の稼動位置から基準点までの距離（=5m） 

 α ： 内部減衰係数（固結地盤α＝0.001） 

 

1) 予測条件 

① 予測時期 

建設工事期間中の中で最も振動の発生が多くなる時期とした。 

 

② 建設機械の配置及び予測地点 

建設機械の配置は、図 5- 2-1 に示す通り、施工範囲の敷地境界に最も近い 1 地点で、

全建設機械が同時に作業を行っているものとした。 

予測地点は、発生源と保全対象を結ぶ直線上で最も近い敷地境界 1 地点とした。 
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図 5- 2-1 建設機械配置位置及び振動予測定点  
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③ 建設機械の発生源レベル 

建設工事の建設機械は、ブルドーザ、バックホウの各 2 台、タイヤローラ、ダンプ

トラック、トラッククレーン、クローラクレーン、トラック、コンクリートミキサー車

の各 1 台と設定した。 

建設機械の基準距離における振動レベルを表 5- 2-1 に示す。 

 

表 5- 2-1 建設機械の振動レベル（基準距離） 

機械名 台数 規格 
基準距離 

（m） 

振動レベル 

（dB） 
出典 

ブルドーザ 2 台 6t 5 64 ④ 

バックホウ 2 台 0.6m3（低振動型）  55 ① 

タイヤローラ 1 台 
10t（大型振動ロー

ラを転用） 
5 83 ③ 

ダンプトラック 1 台 10t 10 62 ② 

トラッククレーン 1 台 
クローラクレーン

を転用 
7 40 ⑤ 

クローラクレーン 1 台 50t（低振動型） 7 40 ⑤ 

トラック 1 台 
ダンプトラックを

転用 
10 62 ② 

コンクリートミキサー車 1 台 
ダンプトラックを

転用 
10 62 ② 

出典：①「低振動型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成 9 年 7 月 31 日 建設省告示第 1536 号) 

    ②「建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック」（昭和 62 年 （社）日本建設機械化協会） 

    ③「騒音振動対策ハンドブック」（昭和 57 年 （社）日本音響材料協会編） 

    ④「建設作業振動対策マニュアル」（平成 6 年 （社）日本建設機械化協会） 

    ⑤「建設騒音及び振動の防止並びに排除に関する調査試験報告書」(昭和 54 年、建設省土木研究所) 
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(3) 予測結果 

建設機械の稼働に伴う振動の予測結果を表 5- 2-2 に示す。敷地境界における振動レベルは

70dBであった。予測結果は、振動規制法に基づく特定建設作業に係る振動の規制基準（75dB）

を下回る結果となった。 

 

表 5- 2-2 予測結果（建設機械の稼働に伴う振動） 

予測地点 
予測結果 

機械名 

敷地境界 予測結果

（合成値） 

（dB） 

規制基準※

（dB） 
距離 

（m） 

振動レベル 

（dB） 

敷地境界① 

ブルドーザ 

45.3 

52 

69 

75 

バックホウ 43 

タイヤローラ 68 

ダンプトラック 52 

トラッククレーン 28 

クローラクレーン 28 

トラック 52 

コンクリートミキサー車 52 

敷地境界② 

ブルドーザ 

47.3 

52 

68 

バックホウ 43 

タイヤローラ 68 

ダンプトラック 52 

トラッククレーン 27 

クローラクレーン 27 

トラック 52 

コンクリートミキサー車 52 

※振動規制法に基づく特定建設作業に係る振動の規制基準（75dB） 
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供用時の施設稼働に伴う振動の影響 

(1) 予測内容 

供用時の施設等の稼働に伴いう振動が事業計画地周辺に及ぼす影響について、供用後の施

設が定常的に稼働する時点を対象に予測した。 

 

(2) 予測方法 

施設稼働に伴う発生振動レベルをもとに、距離減衰式を用いて予測した。 

 

1) 予測式 

振動の予測式は、以下に示す距離減衰式を用いた。 

 

 

 

ここで、 L(r) ： 予測地点における振動レベル（dB） 

 L(r0) ： 基準点における振動レベル（dB） 

 r ： 施設稼動位置から予測点までの距離（m） 

 r0 ： 施設稼動位置から基準点までの距離（=5m） 

 α ： 内部減衰係数（固結地盤α＝0.001） 

 

2) 予測条件 

① 予測時期 

予測対象時期は、施設の稼働が通常状態に達する時点とした。 

 

② 設備の配置及び予測地点 

計画斎苑の主な発生源としては、誘引排風機、バーナーなどがあり、これらは全て炉

室に配置されている。これより、炉室を発生源として設定した。 

予測地点は、発生源から最も近い保全対象とした。 
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図 5- 2-2 設備の配置位置及び振動予測定点  
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③ 設備の発生振動 

炉室の騒音レベルは、某市某斎苑において測定されたデータを基に 4 炉全てが稼働

した場合を想定する。排ガス処理系列の設置方法の 2 パターン別に表 5- 2-3 に示す。 

 

表 5- 2-3 炉室の基準距離における振動レベル 

排ガス処理系列 
基準距離 

（m） 

振動レベル 

（dB） 

1 炉 1 系列 40 30 以下 

2 炉 1 系列 3.5 38 

3 炉 1 系列 3.5 38 

 

 

(3) 予測結果 

施設稼働に伴う振動の予測結果を表 5- 2-4 に示す。保全対象の民家における振動レベルは

30dB 以下であった。予測結果は振動感覚いき値を下回る結果となった。 

 

表 5- 2-4 予測結果（施設稼働に伴う振動） 

予測地点 
排ガス処理系

列 
機数 

基準 

距離 

（m） 

保全対象 
振動感覚 

いき値※ 
距離 

（m） 

振動レベル 

（dB） 

民家① 

1 炉 1 系列 3 40 216.8 30 以下 

55dB 

2 炉 1 系列 3 3.5 216.8 30 以下 

3 炉 1 系列 3 3.5 216.8 30 以下 

民家② 

1 炉 1 系列 3 40 206.8 30 以下 

2 炉 1 系列 3 3.5 206.8 30 以下 

3 炉 1 系列 3 3.5 206.8 30 以下 

※人間が振動を感じる体感いき値（通産省：1991「公害防止の技術と法規“振動編”」）。 
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2.2 環境保全措置及び評価 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の影響 

(1) 環境保全措置 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の予測値は表 5- 2-2に示すとおり規制基準を下回る結

果であった。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 2-5 に示す。 

 

表 5- 2-5 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・建設機械による騒音の発生が予想されるが、低騒音型の建設機械を

使用し、アイドリングストップを励行する。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動に関しては、表 5- 2-5 に示す環境保全措置を実施

することで、計画施設の工事中の建設機械の稼働に伴う振動の影響は、実行可能な範囲で

低減できているものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動に関しては、特定建設作業の振動の規制基準（75dB）

を評価の基準とした。 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の予測値は、特定建設作業の振動の規制基準を下回

る結果であり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の工事中の建設機械の稼働に伴う振動は、評価の基準を満足する

ものであり、基準との整合が図られているものと評価した。 
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供用時の施設稼働に伴う振動の影響 

(1) 環境保全措置 

施設稼働に伴う振動の予測値は、表 5- 2-4 に示すとおり環境基準を下回る結果であった。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 2-6 に示す。 

 

表 5- 2-6 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・送風機による振動の発生が予想されるが、低振動型の機器を使用し、

架台には防振装置を設置する等を行う。 

・送風機とダクトの接続はフレキシブルダクトを用いることにより、

共振の発生を防止する。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

施設稼働に伴う振動に関しては、表 5- 2-6 に示す環境保全措置を実施することで、計

画施設の稼働に伴う振動の影響は、実行可能な範囲で低減できているものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設稼働に伴う振動に関しては、振動感覚閾値（55dB）を評価の基準とした。 

施設稼働に伴う振動の予測値は、振動感覚閾値を下回る結果であり、評価の基準を満足

している。 

したがって、計画施設の稼働に伴う振動は、評価の基準を満足するものであり、基準と

の整合が図られているものと評価した。 
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3. 悪臭 

3.1 予測 

供用時の施設稼働に伴う悪臭の影響 

(1) 予測内容 

供用時の施設稼働に伴う悪臭が、事業予定地周辺に悪臭の及ぼす影響について、供用後の

施設が定常的に稼働する時期を対象に予測した。 

 

(2) 予測方法 

供用時の施設等からの煙突排出ガスに伴う悪臭の影響は、既存施設の調査結果による定性

的な予測とした。 

 

(3) 予測結果 

類似 6 施設における悪臭物質調査結果を表 5- 3-1 に示す。1 施設でアンモニア、アセトア

ルデヒド、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸が検出されているが、調査は最も濃度の高い状況

と考えられる排出中の分析結果であり、悪臭防止法に基づく規制基準値（敷地境界における

値）と比較すると、いずれの類似施設においても基準を下回る結果であった。これより、悪

臭が周辺に及ぼす影響は僅かであると予測する。 
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表 5- 3-1 類似施設における悪臭物質調査結果 

項目（ppm） 
調査結果 

基準値 
施設 A 施設 B 施設 C 施設 D 施設 E 施設 F 

アンモニア 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.01 1 以下 

メチルカルカプタン 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.002 以下 

硫化水素 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.02 以下 

硫化メチル 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.01 以下 

二硫化メチル 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.009 以下 

トリメチルアミン 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.005 以下 

アセトアルデヒド 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 0.05 以下 

プロピオンアルデヒド 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.05 以下 

イルマルブチルアルデヒド 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.009 以下 

イソブチルアルデヒド 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.02 以下 

イルマルバレルアルデヒド 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.009 以下 

イソバレルアルデヒド 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.003 以下 

イソブタノール 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.0 以下 

酢酸エチル 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 3 以下 

メチルイソブチルケトン 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 1 以下 

トルエン 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 10 以下 

スチレン 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.4 以下 

キシレン 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 1 以下 

プロピオン酸 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.03 以下 

ノルマル酪酸 不検出 不検出 不検出 0.0004 不検出 不検出 0.001 以下 

ノルマル吉草酸 不検出 不検出 不検出 0.00035 不検出 不検出 0.0009 以下 

イソ吉草酸 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 0.001 以下 
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3.2 環境保全措置及び評価 

供用時の施設稼働に伴う悪臭の影響 

(1) 環境保全措置 

供用時の施設稼働に伴う悪臭の予測値は、規制基準値を下回る結果であった。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 3-2 に示す。 

 

表 5- 3-2 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・施設での火葬に伴い燃焼臭が発生するが、再燃焼炉を設置し、再燃

焼炉の温度を常時 850℃程度に維持し、平均残存酸素濃度を 6％以

上に制御することで、酸化分解することができる。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

供用時の施設稼働に伴う悪臭に関しては、表 5- 3-2 に示す環境保全措置を実施するこ

とで、計画施設の供用時の施設稼働に伴う悪臭の影響は、実行可能な範囲で低減できてい

るものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

供用時に施設稼働に伴う悪臭に関しては、悪臭防止法に定める基準を評価の基準とした。 

供用時に施設稼働に伴う悪臭の予測は、類似施設での現地調査結果において、基準以下

となっており、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の供用時の施設稼働に伴う悪臭は、評価の基準を満足するもので

あり、基準との整合が図られているものと評価した。 
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4. 景観 

4.1 予測 

施設の外観に伴う景観の影響 

(1) 予測内容 

施設の外観が景観に及ぼす影響について予測した。 

 

(2) 予測方法 

施設の外観に伴う景観の影響は、既存資料による定性的な予測とした。 

 

(3) 予測結果 

計画施設は「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方針」に準拠して計画されている。 

これにより、景観の変化は最小限に設定されていると予測する。 

 

施設の建物の存在に伴う景観の影響 

(1) 予測内容 

施設の建物の存在が景観に及ぼす影響について予測した。 

 

(2) 予測方法 

施設の建物の存在に伴う景観の影響は、現地調査による定性的な予測とした。 

 

(3) 予測結果 

事業予定地の近景域、中景域及び遠景域の主要眺望地点を選定した上で、計画施設方向の

視認状況の写真撮影を行った。 

 

表 5- 4-1 写真撮影の内容（景観） 

項目 調査手法 調査地点 

主要眺望点からの視

認状況 

近景域、中景域の主要眺望地点

を選定した上で、視認状況写真

撮影。 

近景域（約 200～300m） 

中景域（約 300m～約 3km） 
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1) 調査方法 

調査地点については、中景域 1 地点、近景域 1 地点を選定した。 

選定した調査地点を図 5- 4-1 に示す。 

 

表 5- 4-2 調査方法 

項目 方法 

目視観察法 調査項目 ・眺望地点の位置及び分布の状況 

・主要な眺望点からの眺望状況 

調査地点 事業予定地及びその周辺地点 

近景域：事業予定地から約 150m 

中景域：事業予定地から約 800m 

遠景域：対象地点なし 

調査期間 秋季：平成 28 年 10 月 17 日 

調査手法 ・既存資料収集整理 

 事業予定地及びその周辺の地形図等に基づき眺望点を選定し

た。 

・現地調査 

 選定した眺望点や眺望の状況について現地で確認し、調査地点

を選定するとともに、調査地点からの写真撮影を実施した。 

 

2) 調査結果 

① 眺望点・景観資源の状況 

予測対象となる事業計画地及びその周辺は東側・西側・北側を樹林等に囲まれており、

南側には国道 113 号が東西に走行し、国道沿いには葬祭会館ラポートホール西鳳殿が位

置している。 

このため、東側・西側・北側からは計画施設が視認できる場所がほとんど存在しない。 

また、近景域にあたる周辺約 300m の範囲内は、ほとんどが山林であり、景観の評価

対象となる眺望点が存在しない。 

さらに事業予定地及びその周辺には景観資源は認められない。 

 

② 主要な眺望景観の状況 

ア 計画施設の諸元 

計画施設は大きく火葬棟、待合棟、事務室棟、倉庫棟の 4 つの施設により構成されて

おり、特に景観に関連すると考えられる建物は火葬棟である。 

 

イ 視野範囲 

構造物等の見えが十分小さくなる距離を算出するには、熟視角（対象をはっきりとみ

ることのできる視角）の概念を援用し、構造物等の見えが視野角よりも小さくなれば、

その景観上の存在感は十分小さいと判断する。熟視角は一般的に 1°あるいは 2°が使
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われている。熟視角を 1°とした場合は、対象をその大きさの約 58 倍の距離から見た

場合に相当する。 

一方、火葬棟は、概ね 13m の高さである。 

両者の関係から対象の構造物等の見えが十分小さくなる距離を算出すると、58×13

＝754ｍ≒0.8km となる。 

 

ウ 眺望点の選定 

計画施設から視認できる可能性のある範囲（0.8km）を参考に、事業予定地を中心と

した周辺地域の眺望点として、近景域の民家（地点３）及び中景域の三沢山辨財天不動

尊（地点６）を選定した。 
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図 5- 4-1 景観眺望点位置  
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図 5- 4-2 近景域（地点３：南側から計画地方向を望む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5- 4-3 中景域（地点６：南東側から計画地方向を望む） 

  

計画地 

計画地 
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③ 眺望点からの景観 

2 地点の眺望点における、既存施設の影響を表 5- 4-3 に示す。 

なお、景観の現状に示した項目は以下のような評価である。 

 縦方向の視野に対する火葬棟の割合：写真の視野における施設の占める高さの割

合 

 背景：背景が空かあるいは山、建物かどうか 

 スカイラインの分断：山や建物等と空の境界を遮るかどうか 

 

現状の施設は樹林に遮られ視認できないが、計画施設は、現状施設の位置より南側（国道

側）に移動することになり、近景域（地点３）では施設の一部が視認されると推定される。 

一方、肉眼では視野角が 1°より小さくなると 2 点の対象物が区別できなくなると言われ

ており、既存施設の煙突（高さ 13m）の視野角が 1°より小さくなる距離として約 0.8km が

想定されるが、当該地点（地点６）からは樹木等に遮られて、視認する事はできない。 

そこで、計画施設に対する予測は、比較的視認が容易である近景域の地点からの眺望につ

いて景観の変化を予測した。なお、施設の色については、現状では未定であるため、「宮城

県美しい景観の形成に関する基本的な方針」に基づき設定するものとした。 

地点３（民家付近）は計画施設の南側に位置しており、計画施設は視認されると推測され

るが計画施設は「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方針」に基づき色調も抑えられ

ることもあり、形状もシンプルなため、違和感はなく、現状から大きく変化しないと予測さ

れる。 

 

表 5- 4-3 眺望点における既存施設の影響 

条件 地点名 

景観の現状 
既存施設による 

景観への影響 
縦方向の視野に対す

る計画施設の割合 
背景 

スカイライ

ンの分断 

近景域 

地点３ 

民家付

近 

約 19% 樹林 なし 

樹林を背景に計画施設が

存在するため、やや目立

つ存在である。 

中景域 
地点６ 

神社 
約 1% 樹林 なし 

縦方向の視野に占める割

合が 1%以下で樹木等に

遮られ視認できない。 
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4.2 環境保全措置及び評価 

施設の外観に伴う景観の影響 

(1) 環境保全措置 

施設の外観に伴う景観の影響の予測は、「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方針」

に基づき計画されていることから景観の変化は最小限であると予測された。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 4-4 に示す。 

 

表 5- 4-4 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・建物等の意匠、色彩、緑化措置等については、「宮城県美しい景

観の形成に関する基本的な方針」に基づき、周辺の景観との調

和を図る。 

・周辺景観に配慮し、可能な限り緑化を行う。 

・新たに植栽を行う場合には、外来種を用いず、原則として在来

種を対象種とする。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

施設の外観に伴う景観の影響については、表 5- 4-4 に示す環境保全措置を実施するこ

とで、実行可能な範囲で低減できているものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設の外観に伴う景観の影響については、「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方

針」に基づき、周辺景観との調和を図ることを基準とした。 

施設の外観等については、「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方針」に基づき

景観との調和を図るものとしていることから供用時の景観については、評価の基準を満足

するものであり、基準との整合が図られているものと評価した。 
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施設の建物の存在に伴う景観の影響 

(1) 環境保全措置 

施設の建物の存在に伴う景観の影響の予測は、「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な

方針」に基づき計画されていることから景観の変化は最小限であると予測された。 

なお、予測の前提となった計画段階から配慮している保全措置を表 5- 4-5 に示す。 

 

表 5- 4-5 影響を回避・低減するための環境保全措置 

項目 環境保全措置の内容 

計画段階から 

配慮している措置 

・建物等の意匠、色彩、緑化措置等については、「宮城県美しい景

観の形成に関する基本的な方針」に基づき、周辺の景観との調

和を図る。 

 

(2) 評価 

1) 環境影響の回避・低減に係る評価 

施設の建物の存在に伴う景観の影響については、表 5- 4-5 に示す環境保全措置を実施

することで、実行可能な範囲で低減できているものと評価した。 

 

2) 国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設の建物の存在に伴う景観の影響については、「宮城県美しい景観の形成に関する基本

的な方針」に基づき、周辺景観との調和を図ることを基準とした。 

施設の建物の存在については、「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方針」に基

づき景観との調和を図るものとしていることから供用時の景観については、評価の基準を

満足するものであり、基準との整合が図られているものと評価した。 
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1. 環境保全措置の総括 

環境保全措置については、環境影響の予測評価によって、環境影響がないと判断される場合及

び環境影響の程度がきわめて小さいと判断される場合を除き、事業者により実行可能な範囲内で

環境影響を回避、低減する方法について整理した。 

また、事後調査については、環境影響の予測の不確実性が高い場合、もしくは、予測において

影響がないと判断したが、周辺への影響の大きさからモニタリングが必要と事業者が判断した項

目について実施するものとした。 

なお、整理において使用した「措置区分」、「不確実性の程度」及び「事後調査」の内容は以下

のとおりである。 

 

【措置区分】 

回避： 保全措置を行うことで回避できる。 

低減： 保全措置を行うことで影響が最小化もしくは修正できる。 

監視： 保全措置を行うことで影響を軽減または消失できる。 

代償： 保全措置を行うことで影響を代償することができる。 

 

【不確実性の程度】環境保全措置の効果の検証 

○： 保全措置の実施により、効果の定量的な把握が可能な項目 

△： 保全措置の実施により効果は見込めるが、定量的な把握が困難な項目 

▲： 保全措置の実施により効果は見込めるが、保全措置に対して不確実性が高く、継

続調査が必要な項目 

－： 影響はないと予測しているが、予測していない想定外の状況により影響が発生し

た場合に、周辺に対する影響が大きく、モニタリングにより監視していく必要が

あると事業者が判断した項目 

 

【事後調査】事後調査実施の有無 

○： 事後調査の必要あり。 

－： 事後調査は必要ない。 
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1.1 騒音 

騒音に係る環境保全措置の検討結果を表 6- 1-1に示す。 

 

表 6- 1-1 騒音に係る環境保全措置の検討結果 

 検討の 

視点 

環境保全措置 

の内容 

措置 

区分 

実施 

主体 

保全措置を講じ

た場合の効果 

不確実性

の程度 

事後 

調査 

計

画

段

階

か

ら

配

慮 

工

事

中 

建設機械

の稼働に

伴う騒音

の影響 

低騒音型の建設機

械を使用 

低減 事業者 

建設機械の稼働

により生じる騒

音の発生を削減

できる効果があ

る。 

○ ― 

アイドリングスト

ップを励行 

低減 事業者 

建設機械の稼働

により生じる騒

音の発生を削減

できる効果があ

る。なお、効果

の程度は定性的

である。 

△ ― 

工事の実施にあた

っては、防音効果

のある防音シート

や仮囲いを設置 

低減 事業者 

建設機械の稼働

により生じる騒

音の発生を削減

できる効果が期

待できる。 

△ ― 

供

用

時 

施設稼働

に伴う騒

音の影響 

低騒音型の機器を

使用 
低減 事業者 

施設稼働により

生じる騒音の発

生を削減できる

効果がある。 

○ ― 

炉機械室と会葬者

が入る各部屋とは

コンクリートの壁

や鉄製の扉等によ

り分離 

低減 事業者 

施設稼働により

生じる騒音の発

生を削減できる

効果がある。 

△ ― 
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1.2 振動 

振動に係る環境保全措置の検討結果を表 6- 1-2に示す。 

 

表 6- 1-2 振動に係る環境保全措置の検討結果 

 検討の 

視点 

環境保全措置 

の内容 

措置 

区分 

実施 

主体 

保全措置を講じ

た場合の効果 

不確実性

の程度 

事後 

調査 

計

画

段

階

か

ら

配

慮 

工

事

中 

建設機械

の稼働に

伴う振動

の影響 

低振動型の建設機

械を使用 

低減 事業者 

建設機械の稼働

により生じる振

動の発生を削減

できる効果があ

る。 

○ ― 

アイドリングスト

ップを励行 

低減 事業者 

建設機械の稼働

により生じる振

動の発生を削減

できる効果があ

る。なお、効果

の程度は定性的

である。 

△ ― 

供

用

時 

施設稼働

に伴う振

動の影響 

架台には防振装置

を設置 
低減 事業者 

施設稼働により

生じる振動の発

生を削減できる

効果がある。 

○ ― 

送風機とダクトの

接続はフレキシブ

ルダクトを用いる

ことにより、共振

の発生を防止 

低減 事業者 

施設稼働により

生じる振動の発

生を削減できる

効果がある。 

△ ― 
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1.3 悪臭 

悪臭に係る環境保全措置の検討結果を表 6- 1-3に示す。 

 

表 6- 1-3 悪臭に係る環境保全措置の検討結果 

 検討の 

視点 

環境保全措置 

の内容 

措置 

区分 

実施 

主体 

保全措置を講じ

た場合の効果 

不確実性

の程度 

事後 

調査 

計

画

段

階

か

ら

配

慮 

供

用

時 

施設稼働

に伴う悪

臭の影響 

再燃焼炉を設置 

低減 事業者 

施設稼働により

生じる悪臭の発

生を削減できる

効果がある。 

○ ― 
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1.4 景観 

景観に係る環境保全措置の検討結果を表 6- 1-4に示す。 

 

表 6- 1-4 景観に係る環境保全措置の検討結果 

 検討の 

視点 

環境保全措置 

の内容 

措置 

区分 

実施 

主体 

保全措置を講じ

た場合の効果 

不確実性

の程度 

事後 

調査 

計

画

段

階

か

ら

配

慮 

供

用

時 

施設の外

観に伴う

景観の影

響 

建物等の意匠、色

彩、緑化措置等に

ついては、「宮城県

美しい景観の形成

に関する基本的な

方針」に基づき、

周辺の景観との調

和を図る 

低減 事業者 

施設稼働により

生じる景観への

影響を削減でき

る効果がある。 

○ ― 

敷地境界付近に

は、可能な限り緑

化を行う 
低減 事業者 

施設稼働により

生じる景観への

影響を削減でき

る効果がある。 

△ ― 

新たに植栽を行う

場合には、外来種

を用いず、原則と

して在来種を対象

種とする 

低減 事業者 

施設稼働により

生じる景観への

影響を削減でき

る効果がある。 

○ ― 

施設の建

物の存在

に伴う景

観 

建物等の意匠、色

彩、緑化措置等に

ついては、「宮城県

美しい景観の形成

に関する基本的な

方針」に基づき、

周辺の景観との調

和を図る 

低減 事業者 

施設稼働により

生じる景観への

影響を削減でき

る効果がある。 

○ ― 
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2. 事後調査計画 

事後調査計画は、環境保全措置の総括で整理した効果の不確実性が高い場合に実施する、また

は、影響ないと予測したが、周辺への影響の大きからモニタリングが必要と事業者が判断した項

目について自主的に実施するものとした。 

本事業において、不確実性の程度として「保全措置の実施により効果は見込めるが、保全措置

に対して不確実性が高く、継続調査が必要な項目」がないことから事後調査は実施しないものと

する。 
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3.  総合評価 

 

項目 予測 環境保全措置 評価 

騒音  

 

 

【工事中】 

・工事中の建設機械

の稼働に伴う騒音

の影響 

 

敷地境界における

騒音レベルは 77dB

であった。予測結果

は、規制基準を下回

る結果となった。 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【工事中】 

・工事中の建設機械

の稼働に伴う騒音

の影響 

 

建設機械による騒

音の発生が予想さ

れるが、低騒音型

の建設機械を使用

し、アイドリング

ストップを励行す

る。 

工事の実施にあた

っては、防音効果

のある防音シート

や仮囲いを設置す

る。 

 

 

 

【工事中】 

・工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の影響 

 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音に関して

は、環境保全措置を実施することで、計画施設の

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の影響は、実

行可能な範囲で低減できているものと評価した。 

 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音に関して

は、特定建設作業の騒音の規制基準（85dB）を評

価の基準とした。 

工事中の建設機械の稼働に伴う騒音の予測値

は、特定建設作業の騒音の規制基準を下回る結果

であり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の工事中の建設機械の稼働

に伴う騒音は、評価の基準を満足するものであり、

基準との整合が図られているものと評価した。 

 

 

 

【供用時】 

・供用時の施設稼働

に伴う騒音の影響 

 

保全対象の民家に

おける騒音レベル

は 26～27dBであっ

た。計画地に環境基

準の指定はないが、

静穏な環境である

と考えられるため、

AA 類型の環境基準

と比較し、予測結果

は環境基準を下回

る結果となった。 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【供用時】 

・供用時の施設稼働

に伴う騒音の影響 

 

送風機による騒音

の発生が予想され

るが、低騒音型の

機器を使用し、架

台には防振装置を

設置する等を行

う。 

炉機械室と会葬者

が入る各部屋とは

コンクリートの壁

や鉄製の扉等によ

り分離する。 

 

 

 

【供用時】 

・供用時の施設稼働に伴う騒音の影響 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

施設稼働に伴う騒音に関しては、環境保全措置

を実施することで、計画施設の稼働に伴う騒音の

影響は、実行可能な範囲で低減できているものと

評価した。 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設稼働に伴う騒音に関しては、環境基準

（55dB）を評価の基準とした。 

施設稼働に伴う騒音の予測値は、環境基準を下

回る結果であり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の稼働に伴う騒音は、評価の

基準を満足するものであり、基準との整合が図られ

ているものと評価した。 
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振動  

 

 

【工事中】 

工事中の建設機械

の稼働に伴う振動

の影響 

 

敷地境界における

振動レベルは 70dB

であった。予測結果

は、規制基準を下回

る結果となった。 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【工事中】 

工事中の建設機械

の稼働に伴う振動

の影響 

 

送風機による振動

の発生が予想され

るが、低振動型の機

器を使用し、架台に

は防振装置を設置

する等を行う。 

送風機とダクトの

接続はフレキシブ

ルダクトを用いる

ことにより、共振の

発生を防止する。 

 

 

 

【工事中】 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の影響 

 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動に関して

は、環境保全措置を実施することで、計画施設の

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の影響は、実

行可能な範囲で低減できているものと評価した。 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合

性 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動に関して

は、特定建設作業の振動の規制基準（75dB）を評

価の基準とした。 

工事中の建設機械の稼働に伴う振動の予測値

は、特定建設作業の振動の規制基準を下回る結果

であり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の工事中の建設機械の稼働に

伴う振動は、評価の基準を満足するものであり、基

準との整合が図られているものと評価した。 

 

 

 

【供用時】 

供用時の施設稼働

に伴う振動の影響 

 

保全対象の民家に

おける振動レベル

は 30dB以下であっ

た。予測結果は振動

感覚閾値を下回る

結果となった。 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【供用時】 

供用時の施設稼働

に伴う振動の影響 

 

建設機械による騒

音の発生が予想さ

れるが、低騒音型の

建設機械を使用し、

アイドリングスト

ップを励行する。 

 

 

 

【供用時】 

供用時の施設稼働に伴う振動の影響 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

施設稼働に伴う振動に関しては、環境保全措置

を実施することで、計画施設の稼働に伴う振動の

影響は、実行可能な範囲で低減できているものと

評価した。 

 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設稼働に伴う振動に関しては、振動感覚閾値

（55dB）を評価の基準とした。 

施設稼働に伴う振動の予測値は、振動感覚閾値

を下回る結果であり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の稼働に伴う振動は、評価の

基準を満足するものであり、基準との整合が図られ

ているものと評価した。 
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悪臭  

 

 

【供用時】 

供用時の施設稼働

に伴う悪臭の影響 

 

1 施設でアンモニ

ア、アセトアルデヒ

ド、ノルマル酪酸、

ノルマル吉草酸が

検出されているが、

調査は最も濃度の

高い状況と考えら

れる排出中の分析

結果であり、悪臭防

止法に基づく規制

基準値（敷地境界に

おける値）と比較す

ると、いずれの類似

施設においても基

準を下回る結果で

あった。これより、

悪臭が周辺に及ぼ

す影響は僅かであ

ると予測する。 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【供用時】 

供用時の施設稼働

に伴う悪臭の影響 

 

施設での火葬に伴

い燃焼臭が発生す

るが、再燃焼炉を設

置し、再燃焼炉の温

度を常時 850℃程度

に維持し、平均残存

酸素濃度を 6％以上

に制御することで、

酸化分解すること

ができる。 

 

 

 

【供用時】 

供用時の施設稼働に伴う悪臭の影響 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

供用時の施設稼働に伴う悪臭に関しては、環境

保全措置を実施することで、計画施設の供用時の

施設稼働に伴う悪臭の影響は、実行可能な範囲で

低減できているものと評価した。 

 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

供用時に施設稼働に伴う悪臭に関しては、悪臭

防止法に定める基準を評価の基準とした。 

供用時に施設稼働に伴う悪臭の予測は、類似施

設での現地調査結果において、基準以下となって

おり、評価の基準を満足している。 

したがって、計画施設の供用時の施設稼働に伴

う悪臭は、評価の基準を満足するものであり、基

準との整合が図られているものと評価した。 

景観  

 

 

【供用時】 

施設の外観に伴う

景観の影響 

 

計画施設は「宮城

県美しい景観の形

成に関する基本的

な方針」に準拠して

計画されている。 

これにより、景観

の変化は最小限に

設定されていると

予測する。 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【供用時】 

施設の外観に伴う

景観の影響 

 

建物等の意匠、色

彩、緑化措置等につ

いては、「宮城県美

しい景観の形成に

関する基本的な方

針」に基づき、周辺

の景観との調和を

図る。 

周辺景観に配慮

し、可能な限り緑化

を行う。新たに植栽

を行う場合には、外

来種を用いず、原則

として在来種を対

象種とする。 

 

 

 

 

【供用時】 

施設の外観に伴う景観の影響 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

施設の外観に伴う景観の影響については、環境

保全措置を実施することで、実行可能な範囲で低

減できているものと評価した。 

 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設の外観に伴う景観の影響については、「宮城

県美しい景観の形成に関する基本的な方針」に基

づき、周辺景観との調和を図ることを基準とした。 

施設の外観等については、「宮城県美しい景観の

形成に関する基本的な方針」に基づき景観との調

和を図るものとしていることから供用時の景観に

ついては、評価の基準を満足するものであり、基

準との整合が図られているものと評価した。 
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【供用時】 

施設の建物の存在

に伴う景観の影響 

 

地点３（民家付

近）は計画施設の南

側に位置しており、

計画施設は視認さ

れると推測される

が計画施設は「宮城

県美しい景観の形

成に関する基本的

な方針」に基づき色

調も抑えられるこ

ともあり、形状もシ

ンプルなため、違和

感はなく、現状から

大きく変化しない

と予測される。 

 

≪計画段階から配

慮している措置≫ 

 

【供用時】 

施設の建物の存在

に伴う景観の影響 

 

建物等の意匠、色

彩、緑化措置等につ

いては、「宮城県美

しい景観の形成に

関する基本的な方

針」に基づき、周辺

の景観との調和を

図る。 

 

 

 

【供用時】 

施設の建物の存在に伴う景観の影響 

 

 

1)環境影響の回避・低減に係る評価 

施設の建物及の存在に伴う景観の影響について

は、環境保全措置を実施することで、実行可能な

範囲で低減できているものと評価した。 

 

2)国、県、市等が実施する環境保全施策との整合性 

施設の建物の存在に伴う景観の影響について

は、「宮城県美しい景観の形成に関する基本的な方

針」に基づき、周辺景観との調和を図ることを基

準とした。 

施設の建物の存在については、「宮城県美しい景

観の形成に関する基本的な方針」に基づき景観と

の調和を図るものとしていることから供用時の景

観については、評価の基準を満足するものであり、

基準との整合が図られているものと評価した。 

 

 




